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訂正のお知らせ

8月に会員の方へ送付致 しました ｢日本学校保健学会ニュース No.ll 2002.7｣の

中で,学会HPア ドレスに誤 りがございました.訂正と共にお詫び致します.

(誤) http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jash/ (正) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jash/

以上

｢学校保健研究｣事務局の移転についてのお知らせ

｢学校保健研究｣事務局が,平成14年度10月 1日より下記に移転 します.

今後の投稿原稿等は,下記の事務局まで郵送して下さい.

〒112-0002

東京都文京区小石川 1-3-7

勝美印刷 (秩)内

｢学校保健研究｣事務局

電話 03-3812T5201･FAX 03-5684-7170

なお,当分の間,旧事務局あて送られてきた投稿原稿等については学会事務局で転送い

たしますが,途中での事故などを避けるために,なるべ く新事務局の方へ直接郵送される

ようお願いします.



本誌の直接出版費の一部として平成14年度科学研究費補助金｢研究成果公開促進費｣の交付を受けた
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参加型健康教育

宮 坂 忠 夫

ParticipatoryTypeofliealthEducation

TadaoMIYASAKA

筆者は,昭和22年に厚生省に勤務して健康教

育 (当時は衛生教育)を担当して以来,32年か

らは国立公衆衛生院 (現国立保健医療科学院)

で10年間,その後東京大学保健学科,現在の大

学と,健康教育の実務 ･研究 ･教育に携わって

50年以上になる.

その間,健康教育とのお付合いの当初から気

になって来た課題の1つに,健康教育 (計画)

のプランニング (企画)と評価- あるいは評

価に基ずいた企画- ということがある.

例えば,大昔から,種々のマス ･コミによる

情報提供とともに,母親学級 ･父親教室 ･健康

教室 ･成人病教室等々があるが,これらは誰が

どのように企画しているのか ?そしてそれがど

うなっているのか ?

よく考えてみると,企画者の善意は別として,

ほとんどがお仕着せではないか.そのようなや

り方で教育と呼べるのかといった感じ方である.

筆者の研究は,ほとんどが企画 ･評価に関する

ものだったが,仲々殊しい.

1995年8月,日本で第15回健康教育世界会議

が行われた際,開会式で ｢日本の健康教育｣と

遷してスピーチをする機会があったが,その最

後の方で,日本で行われている健康教育(計画)

のプランニングに関するアプローチを3つのタ

イプにまとめて説明してみた.現在でもあては

まると思うので,以下に述べさせていただく.

第1のタイプはGood-will Approach:善意

のアプローチともいうべきもので,｢健康教育

はよいことだ｣だけで対象者のことはあまり考

えないで突走っている例.熱心な方の中に結構

少なくないと思われる.

第2はSocialScientificApproach:社会科学

的アプローチで,いわゆる地区 (地域)診断あ

るいは健康教育診断の理論により,種々の調査

データに基ずいて企画される.これは科学的か

つ効果的であるが,問題は時間と労力がかなり

必要であることである.

第 3はPeopleParticipationApproach:住民

(市民)参加型アプローチで,住民は何を問題

とし,どんなことを知りたいと思い,またどん

なやり方を好むか等について,住民自身が,あ

るいは住民とともに,話し合って計画を立てる

方式である.このようなすすめ方をするために

は,リーダーシップやコオーデイネイション

(調整)について勉強することと経験が必要で

あるが,実際的で大変効果があると思われる.

以上は,主として地域における健康教育の企

画についてであり,第3のタイプを参加型健康

教育といっているわけである.

ところで,本年4月18日付で中央教育審議会

の ｢青少年の奉仕活動 ･体験活動の推進方策等

について｣という中間報告が発表された.簡単

にいえば,学校教育にこれらの活動をもっと積

極的に取りいれて行こうという趣旨である.従

来の例からみると,いずれ最終報告となって,

その方向に進むと思われる.

学校で通常の授業ではなくて奉仕活動 ･体験

活動を取りいれることは,おそらく校内だけで

できるわけではなく,関係施設 ･機関との連携

等々大変な仕事であろうと察せられる.

しかし,上述の3つのアプローチの視点から

は,奉仕活動 ･体験活動に,児童 ･生徒による

参加型健康教育が大いに取りいれられることを

期待する次第である.

(女子栄養大学副学長 ･日本健康教育学会理事長)
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除菌効果からみた保育所児童における

有効な手洗い方法の検討

山 本 恭 子1),鵜 飼 和 浩1),東 知 宏2),茅 野 友 宣 3)

1) 兵庫県立看護大学

2)兵庫県立こども病院

3)芦屋市民病院

EffectiveHand-washingforRemovingBacteriaamong

ChildrenatNurserySchool

YukikoYamamoto,KazuhiroUgai,TomohiroAzuma,TomonoriKayano

l'collegeofNursingArtandScience,Hyogo

2'HyogoPrefectuf･alKobeChildren'sHospital

3)AshlyaMufu･cIPalHospltal

Hand-washingisthemostbasicandimportantproceduretopreventcrossinfection

amongchildrenwhospendtheirdailyactivitiesingroupsatnurseryschool.Thepresent

studiesweredesignedtoinvestigatereductionofbacteriabyhand-washingamong3-5-

year101dchildrenatnurseryschool.

Toevaluatebacterialreductionafterhand-washing,thechildrenwashedtheirhandsby

using6differentagents:tapwateralone,nonmedicatedbarsoap,medicatedbarsoap,medi-

catedliquidsoap,Strongacidicelectrolyzedwaterand0.05% benzalkoniumchloride.A氏er

hand-washingwithtapwaterandwithnonmedicatedbarsoap,thelognumberofcolony-

formingunitsdidnotsignificantlydifferbetweenpre-andpost-washing.Hand-washing

withmedicatedbarsoap,Withstrongacidicelectrolyzedwaterandwithbenzalkoniumchlo-

ridesigniflCantlyreducedthelognumberofcolony-formingunitsafterwashing.Hand-

washingwithstrongacidicelectrolyzedwaterandwithbenzalkonium chloridecauseda

greaterlogreductionofbacteriathanthatwithtapwater.Afterhand-washingwithmedi-

catedliquidsoap,medicatedbarsoap,Strongacidicelectrolyzedwaterandbenzalkonium

chloride,thenumberofchildrenwhoshowedamorethan50%reductionrateinbacteriaon

theirhandswassignificantlygreaterthanthatafterhand-washingwithtapwateralone.

From theseresults,itwassuggestedthatmedicatedsoapandstrongacidicelectrolyzed

waterareexpectedtobemoreeffectiveforreducingbacteriathantapwateralone.How-

ever,hand-washingwithbenzalkoniumchlorideshouldberecommendedwb.enreliabledis-

infectionisrequired.

Furthermore,therelationshipbetweenwashingtimeandbacterialreductiononpalmand

fingerswasevaluated,underhand-washingwithtapwateralone,whichisconsideredthe

basicmethodofwashingamongchildren.Ahigherlogreductionofbacteriawasseenafter

20Secondsofwashingcomparedthatafter5secondsofwashing.Theresiduallognumbers

ofcolony-formingunitsonfingersafter20secondswashingwasgreaterthanthatonthe

palm.Theresultsofthisstudysuggestedthatwashingwithrunningwaterforsufficient



300 学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

timewasfundamentallyimportant,andthatbacteriaontheflngerSmaybehardlymadeto

removethanbacteriaonthepalm.

Finally,inordertoevaluatetheeffectsofdryingtoremovebacteria,bacterialreduction

valuewasexaminedwith4differentdryingmethods:dryingwithpapertowelbyanexam-

inerorbythechildrenthemselveswithoutadultassistance,andbyhot-airhanddisinfector

for15secondsor30seconds.Itwasseenthathand-dryingwithapapertowelbyanexam-

inerwasmoreeffectiveinremovingbacteriathandryingbythechildrenthemselves,and

dryingwithahot-airhanddisinfectorfor15secondsor30secondsdidnotshowanysignifi-

cantdifferencecomparedwithdryingusingpapertowelbythechildrenthemselves.The

numberofchildrenwhoshowedamorethan50% reductionrateinbacteriawasgreater,

whendryingusingapapertowelwasperformedbyanexaminerratherthanthatper-

formedbythechildrenthemselves.Theseresultsdemonstratedthatdryingwithpaper

towelsufficientlymaybeeffectivetoremovebacteria.

Inconclusion,thoroughwashingwithrunningwaterandthoroughdryingwithapaper

towelareimportantaspectsofhand-washingproceduresamongchildren.

KeyWords:hand-washing,disinfection,children,infectioncontrol,nurserySchool
手洗い,除菌効果,子ども,感染予防,保育所

Ⅰ はじめに

保育所における子どもの集団生活において,

感染症の流行による被害を最′j､限にとどめるた

めには子ども間の交差感染を防止することが肝

要であるl).特に集団食中毒では人から人への

手を介した二次感染の危険性が強く2~5),イン

フルエンザは本来,飛沫感染が主体であるが手

を介した接触感染もあると報告されている5-7).

米国疾病予防センター (CDC)ガイドライン

でも種々の状況における手洗い方法について詳

細な記載が見られ,交差感染防止のためには手

洗いを徹底させることが重要であると警告して

いる8'.しかし,手洗いの除菌効果に関する研

究報告は成人を対象としたものは多いが,子ど

もに関する研究報告は少ない9)10).子どもと成

人では手部に存在する細菌叢が異なっておりユ1),

手洗いの技術も異なるため,子どものためのよ

り有効な手洗い方法を検討するには子どもを実

際に被験者とした研究が必要である.今回,

我々は保育所の子どもを対象に手洗いの除菌効

果に関する研究を行い,より有効な手洗い方法

について検討した.

Ⅱ 対象と方法

1.対象

保護者の同意が得られた3歳児から5歳児の

保育所児童のうち室内遊びをしている子どもを

対象とし,泥などにより著しく手指を汚染して

いるものや手指に傷や皮膚病変のある子どもは

除いた.

2.手洗いおよび手指乾燥方法

1)手洗い基材の検討

下記に示す6種類の手洗い方法を行い,手洗

い後は滅菌ペーパータオル1枚を用いて被験者

が自分で手を拭いた.ただし,全ての実験を通

じて流水を使用する時には手部以外からの細菌

付着を防ぐため水道栓の開閉は実験者が行った.

①水道水のみの手洗い ;流水を使用し,時間,

方法を限定せずに自由な手洗いを施行した.②

固形普通石鹸による手洗い ;花王石鹸ホワイ

ト◎(花王)と流水を使用し自由に手洗いを施

行した.(9固形薬用石鹸による手洗い ',ミュー

ズ◎(p&G)と流水を使用し自由に手洗いを施

行した.④液体薬用石鹸による手洗い ;液体

ミューズ㊤(p&G)約 1mlと流水を使用し自由
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に手洗いを施行した.6)強酸性電解水による手

洗い ;オキシライザーメデイカ0ⅩM-01Ⅹ㊤(≡

浦電子)により流水生成方式で作成したpH2.5

±0.05,酸化還元電位1100mV以上,残留塩素

濃度30ppm以上の強酸性電解水を流水状態で使

用し自由に手洗いを施行した.⑥塩化ベンザル

コニウムによる手洗い ;水道水のみによる自由

な手洗い後,0.05%塩化ベンザルコニウム溶液

(オスバン液㊥,武田薬品)に10秒間手を浸潰

した.

2)手洗い時間の検討

水道水のみによる手洗いにおける手洗い時間

と除菌効果の関係を調べるために,手洗い時間

を5秒間および20秒間に設定した手洗いを施行

し,手洗い後は滅菌ペーパータオル1枚を用い

て被験者が自分で手を拭いた.

3)手指乾燥方法の検討

手洗い後の手指の乾燥方法と除菌効果の関係

を調べるために固形普通石鹸と流水による自由

な手洗いを施行後,4種類の乾燥方法を施行し

た.①滅菌ペーパータオル1枚を使用した被験

者すなわち子どもによる自由な手拭き,(参同様

の夕れ レによる実験者による手拭き,③自動手

指熱風消毒器 (クリアレディーCP-8000Ⅱ◎日

本カーヴイング)による15秒間の乾燥,④同器

による30秒間の乾燥を行った.

3.細菌検索方法

手洗い前および手洗い後にフー ドスタンプ

ニッスイ㊥標準寒天培地 (ニッスイ製薬)を用

い手掌部中央,Ⅱ～Ⅴ指部中央に培地を押し当

て細菌を採取し,37℃で24時間好気培養後全増

殖コロニー数を数え,コロニー数は対数変換を

行いLogコロニー数で示したユ2).また手洗いに

よる除菌効果を生菌数の比率として見る指標と

して除菌率を,手洗いによる除菌効果を生菌数

の差として見る指標として指数減少億を各々次

の計算式により求めた13).

除菌率(%)

-i(洗浄前細菌数-洗浄後細菌数)

/洗浄前細菌数ix100

指数減少値-Logl｡
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(洗浄前細菌数/洗浄後細菌数)

4.統計処理

Logコロニー数,除菌率,指数減少億の結果

は平均値±標準偏差で示した.差の検定はStu-

dentitestで行い,除菌率の人数分布の割合の

比較についてはカイ二乗検定を行い,ともに危

険率5%未満を有意とした.

Ⅲ 結 果

1.手洗い基材による除菌効果の比較

各種手洗い基材による手洗いを行いその除菌

効果を比較した (表 1).それぞれの手洗いに

おける手洗い前と手洗い後の手掌部のLogコロ

ニー数を比較すると,手洗い前後で有意な減少

が認められたのは固形薬用石鹸使用群,強酸性

電解水使用群,塩化ベンザルコニウム使用群で

あった.液体薬用石鹸使用群でも有意差はない

が減少の傾向がみられた (p-0.06).なお手

洗い前のLogコロニー数は各群で有意差は認め

られず,手洗い前の細菌汚染程度に群間差異は

なかった.除菌率で正の億を示したのは,強酸

性電解水の平均20.2%および塩化ベンザルコニ

ウム使用群の97.0%であり,水道水による手洗

い群と比較して有意に除菌率が高いのは塩化ベ

ンザルコニウム使用群のみであった.指数減少

億は水道水のみの手洗い群の平均0.05と比較し

て強酸性電解水使用群が平均0.50,塩化ベンザ

ルコニウム使用群が1.36と有意に高い除菌効果

を示した.また薬用石鹸について固形と液体で

比較したところ,手洗い後Logコロニー数,除

菌率,指数減少億に有意差は認められず除菌効

果に差異がないことが示された.

さらに50%以上の除菌率を得られた子どもは

細菌を指標として見たときに手洗い効果があっ

たと考え,手洗いにより手部表面の細菌数を半

分以下に減少出来た子ども (除菌率50%以上),

手洗いにより若干細菌数を減少出来た子ども

(除菌率0%以上50%未満),手洗いによりか

えって細菌数が増加した子ども (除菌率 0%未

演)の3群に分類し,全体に占める人数割合を

示 した (図1).除菌率50%以上の子 どもの割
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表 1 手洗い基材による除菌効果の比較

Logコロニー数

手洗い前 手洗い後 除菌率 (%) 指数減少値

水 道 水(n=30)固形普通石鹸(n-26)固形薬用石鹸 1.32±0.29 1.27±0.46 -51.6±192.1 0.05±0.44

1.33±0.32 1.29±0.59 -171.4±560.4 0.04±0.63

1.29±0.31 0.99±0.70 -14.8±146.7 0.30±0.65

(n-22) ｣ p<0.05--- ｣

液体薬用石鹸(n-26)強酸性電解水 1.25±0.28 1.00±0.66 -56.0±279.1 0.25±0.651.36±0.27 0.85±0.70* 20.2±111.4 0.50±0.64* *

(n=25) ｣ p<0.001- ｣

塩化ベンザルコニウム 1.40±0.24 0.04±0.17* * * 97.0±8.3*** 1.36±0.32***

*;p<0.05 **;p<0.01 専** ;p<0.001 対水道水水道水

(n-30)

固形普通石鹸
(n-26)

固形薬用石鹸
(n=22)

液体薬用石鹸
(n-26)

強酸性電解水
(n≡25)

塩化ベンザルコニウム
(n-26)

0 20 40 60

全体に占める人数の割合 (%)

80 100

図1 手洗い基材と除菌率の分布の関係

国 ',除菌率00/o未満 国 ;oo/o以上500/o未満 国 ;50%以上

カイ二乗検定 *;p<0.05 **;p<0.01***;p<0.001

(除菌率50%以上の占める割合 対水道水)

合は塩化ベンザルコニウム,強酸性電解水,液

体薬用石鹸,固形薬用石鹸,固形普通石鹸,水

道水の順に多 く,50%以上の除菌率の占める割

合を水道水のみの手洗いと検定を行ったところ

固形薬用石鹸,液体薬用石鹸,強酸性電解水,

塩化ベンザルコニウム使用群で水道水のみの手

洗い群 と比較 して有意差が認め られた.逆に

0%未満の割合は固形普通石鹸,水道水で多 く,

それぞれ46%と43%であり,約半数のものが手

洗いにより逆に細菌数が増加 している｡

2.水道水手洗いにおける手洗い時間と除菌効

果の関係

保育現場での子 どもの手洗いについては石鹸

などを使用しない流水のみによる手洗いがなさ

れている場面も多く,また,手洗いの除菌には

流水下で充分に流すことが影響するのではない
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かと考え,水道水のみによる5秒間手洗いおよ

び20秒間手洗いを行いその除菌効果を比較した

(表2).

手掌部では5秒間手洗いにより手洗い前後で

Logコロニー数の有意な減少は認められなかっ

たが,20秒間手洗いにより有意な減少が認めら

れた.また,5秒間群と20秒間群を比較すると,

手洗い後のLogコロニー数は20秒間群が有意に

少なかった.除菌率は20秒間群が 5秒間群と比

較 して有意差はないものの高い傾向にあった

(p-0.06).指数減少億は20秒間群が有意に
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高かった.指部では5秒間手洗いにより手洗い

前後でLogコロニー数の有意な減少は認められ

なかったが,20秒間手洗いにより有意な減少が

認められた.また, 5秒間群と20秒間群を比較

すると,手洗い後のLogコロニー数は20秒間群

が有意に少なく,除菌率,指数減少値でも20秒

間群が有意に高かった.次に,手掌部と指部を

比較すると,20秒間手洗い群で手洗い後のLog

コロニー数は指部が手掌部よりも有意に多かっ

た.

さらに,手洗いによる除菌率の人数分布をみ

表2 水道水手洗い時間による除菌効果の比較

Logコロニー数

手洗い前 手洗い後 除菌率 (%) 指数減少億

手掌部5秒間(n-16)20秒間 1.32±0.32 -129.9±359.01.26±0.27 53.1±58.6

(a-16) ｣ p<0.001-- ｣

指 部5秒間(n-16)20秒間 1.37±0.311.38±0.36 *N193…:;≡::]*-0.:≡:≡:::]*

0 20 40 60
全体に占める人数の割合 (%)

80 100

図2 水道水による手洗い時間と除菌率の分布の関係

国 ;除菌率oo/o未満 際 ;0%以上500/o未満 闘 ;500/o以上

カイ二乗検定 *;p<0.05(除菌率500/o以上の占める割合 対手掌部5秒間)
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ると,手掌部では20秒間群が5秒間群と比較し

て除菌率50%以上の子どもの割合が有意に多く

みられたが,指部では有意差は認められなかっ

た.5秒間手洗い20秒間手洗いともに手掌部と

指部との比較で除菌率50%以上の子どもの割合

は有意差はみられなかったが,20秒手洗いでは

手掌部が指部と比べ多い傾向がみられた (p-

0.07)(図2).

以上より手洗い時間を長くすると,手掌部,

指部ともに除菌効果が高くなるが指部は手掌部

と比較して除菌されにくいことが示唆された.

3.乾燥方法による除菌効果の比較について

手洗いの最後には手を乾燥させることが必要

であり,乾燥方法により除菌効果は異なるので

はないかと考え,石鹸と流水による手洗い後,

各種手指乾燥方法により手指乾燥を行い,手洗

い前と乾燥後の手掌部の細菌数を測定し,除菌

効果を比較した (表3).

手洗いの前後で有意なLogコロニー数の減少

が認められたのはペーパータオルを用いて実験

者が被験者の手を拭いた群のみであり,その他

の乾燥方法では有意な減少は認められなかった.

また,それぞれの群の手洗い後のLogコロニー

数,除菌率,指数減少値をペーパータオルを用
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いて子どもが自分で自由に手拭きを行った群と

比較すると,実験者が被験者の手を拭いた群で

は手洗い後のLogコロニー数が有意に少なく,

指数減少億は有意に高く,除菌率も高い傾向に

あった (p-0.07).しか し,熱風消毒器を15

秒間使用した群,30秒間使用した群は子どもが

自分で手拭きを行った群と比較して有意差は認

められなかった.

さらに,手洗いによる除菌率の人数分布をみ

ると,ペーパータオルを用いて子どもが自分で

手拭きを行った群と比較して除菌率50%以上の

子どもの割合が実験者が被験者の手を拭いた群

では有意に多かったが,熱風消毒器では差異は

なかった (図3).

以上の結果から,手洗い後の乾燥方法により

除菌効果は異なりペーパータオルを用いて実験

者が手拭きを行った群で最も高い除菌効果が得

られることがわかった.

Ⅳ 考 察

今回,子どものためのより有効な手洗い方法

を検討するために,まず,手洗いに用いる石鹸,

消毒剤などの基材による除菌効果の違いを比較

した.通常子どもたちが保育所などの施設にお

表3 乾燥方法による除菌効果の比較

Logコロニー数

手洗い前 手洗い後 除菌率 (%) 指数減少倦

ペーパータオル(子ども)(n=26)ペーパータオル(大人) ;:;;≡::≡; -1三二;≡;;;二㌦ o:70;≡::…コ ***

(n-25) ｣ p<0,00100 ｣

熱 風 消 毒 器 (15秒)(n=23)熱風 消 毒 器 (30秒)(n-24) 1.42±0.34 1.45±0.59 -140.3±393.4 -0.04±0.64

ペーパータオル (子ども);子どもが自分でペーパータオルを用いて手指を拭いた場合

ペーパータオル (大人);実験者がペーパータオルを用いて子どもの手指を拭いた場合

熱風消毒器 (15秒);手指熱風消毒器を用いて15秒間手指を乾燥させた場合

熱風消毒器 (30秒);手指熱風消毒器を用いて30秒間手指を乾燥させた場合

* * * ; p<0.001
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ペーパータオル(子ども)
(n-26)

ペーパータオル(大人)
(n-25)

熱風消毒器(15秒)
(n-23)

熱風消毒器(30秒)
(n-24)

0 20 40 60 80 100

全体に占める人数の割合 (%)

図3 乾燥方法と除菌率の分布の関係

国 ,'除菌率0%未満 圏 ;0%以上50%未満 国 ;50%以上

ペーパータオル (子ども);子どもが自分でペーパータオルを用いて手を拭いた場合

ペーパータオル (大人);実験者がペーパータオルを用いて子どもの手指を拭いた場合

熱風消毒器 (15秒);手指熱風消毒器を用いて15秒間手指を乾燥させた場合

熱風消毒器 (30秒);手指熱風消毒器を用いて30秒間手指を乾燥させた場合

カイ二乗検定 虫*;p<0.01(除菌率500/o以上の占める割合 対ペーパータオル(子ども))

いて行っている手洗いは,水道水のみによる手

洗い,固形普通石鹸または固形薬用石鹸を用い

た手洗いがほとんどであると考えられるが,比

較のため液体薬用石鹸,塩化ベンザルコニウム,

近年その消毒効果が認められ医療現場や食品業

界で手洗いに用いられている強酸性電解水につ

いてもあわせて検討を加えた.手洗いの手技に

ついては特に指定することなく普段 しているよ

うに手洗いを施行 した場合には,水道水のみに

よる手洗いと,固形普通石鹸を用いた手洗いで

は手洗いによって手指表面の細菌数が逆に増加

してしまった子どもの割合が多かった.特に石

鹸を用いた手洗いで除菌が得られ難い原因は,

石鹸を泡立て手指を擦 り合わせることで,皮膚

角質層や毛根に存在する細菌が皮膚表面に浮き

出すために手洗い後の手指表面の細菌数が逆に

増加 したものと推察される13)14).そのため石鹸

を用いた手洗いでは皮膚表面に湧出した細菌を

除去するためにより充分なすすぎが必要である.

今回の結果でも普通固形石鹸を用いた手洗いの

除菌率が低 く,特に除菌率が 0%未満と手洗い
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によりかえって細菌数が増加 した子どもの割合

が46%と多いが,これは手洗い方法について特

に指定しなかったためにすすぎが不充分であっ

たことが原因の一つと推察される.また薬用石

鹸に関して,固形と液体での除菌効果に差異は

なかった.一方,強酸性電解水は他の手指消毒

剤と比較して広範な抗菌スペクいレを有し細胞

毒性も低 く,1996年に手指洗浄用として医療機

器として認可されてお り15),感染予防対策のた

めに保育所などにも導入が考えられている.今

回の子どもを対象とした強酸性電解水による手

洗いは水道水のみによる手洗いと比較して有意

に高い指数減少倍が得られた.これは強酸性電

解水には殺菌効果があるうえ,流水状態で使用

することから,物理的に細菌を洗い流す効果も

同時に発揮したためと推察される.石鹸を使用

する方法では石鹸を泡立てて手を擦 り合わせ,

その後水道水で充分に洗い流すという手技が必

要であるのに対し,強酸性電解水を使用する方

法では,蛇口から流出する強酸性電解水の下で

手を擦 り合わせるだけの単純な手技であるため,
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手洗い技術が成人と比較して未熟な子どもにお

いては有用な手段の一つであると考える.強酸

性電解水を用いた手洗における手荒れへの影響

については,頻回な手洗いにより手荒れの症状

が出現する場合もあるが,一過性であり,-股

手指消毒剤と比較すると少ないとの報告がみら

れる16).さらに,我々も成人を対象とした研究

で,30秒間の強酸性電解水手洗いを1日10回程

度であれば皮膚表面の角質細胞の変性は一過性

で自然に回復し,手荒れの状態を反映する経皮

水分蒸散量には影響を及ぼさないことを報告し

た17).今回の研究の予備実験で29名の子どもの

水道水による手洗い時間を計測したところ,平

均8.2秒であり,強酸性電解水による手洗いも

ほぼ同程度の時間行われると思われ,手荒れへ

の影響は少ないと考えられる.また,塩化ベン

ザルコニウムを用いた手指消毒では,手洗い後

のLogコロニー数が平均0.04でほとんどの子ど

もがほぼ100%の除菌率を示 し,より確実な手

指消毒方法であるため集団生活において確実な

除菌効果が必要なときには,消毒剤を用いた手

指消毒が必要であると考える.他方,塩化ベン

ザルコニウムなど手指消毒剤を使用した手指消

毒では手荒れの症状を起こす可能性について報

告されており18),手荒れは細菌の温床となるこ

とからも19)ZO),消毒剤を用いた手指消毒は,梶

実な除菌効果が必要かどうかを考慮したうえで

慎重に行うべきである.しかし,このような消

毒剤は抗菌スペクトルが限定されており,塩化

ベンザルコニウムも大腸菌などの一般細菌に対

しては殺菌効果があるが,ウイルスに対しては

効果が期待できない.むしろウイルスに対して

はエタノールによる消毒が望ましいとされてい

る5).このようなことから考えて,子どもの適

切な手洗い方法を検討するために,基本的には

消毒剤に頼らず,日常的に簡単に行うことの出

来る水道水のみの手洗いや石鹸と流水による手

洗いについて検計することは有意義である.

次に手洗い時間についての検討では,水道水

のみによる手洗いで,手洗い時間を5秒間また

は20秒間に設定し手洗いを施行した結果,手掌
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部,指部ともに5秒間よりも20秒間手洗いで高

い除菌効果が得られ,20秒間の流水による手洗

いでは固形普通石鹸を用いた手洗いよりも除菌

効果が高かった.このことから,流水下で手を

擦 り合わせ物理的に細菌を除去する行為が重要

であると考えられ,また手掌部と指部の比較よ

り指部が除菌されにくいことも分かった.

さらに,手洗い後の乾燥方法による除菌琴乗

の差異について検討した.その結果,ペーパー

タオルを用いて実験者が充分に拭いて乾燥させ

た群で最も除菌効果が高かった.手指熱風消毒

器を用いた場合15秒間では皮膚表面に僅かでは

あるが水分が残っており充分な乾燥状態とは言

い難く,30秒間乾燥を行うと肉眼的には乾燥状

態が得られた.しかし,熱風消毒器を30秒間乾

燥を行った群でも除菌効果はペーパータオルを

用いて子どもが自由に手拭きを行った群と同等

で実験者が充分に拭いて乾燥させた群ほど高く

なかった.一方,手指熱風消毒器を用いた乾燥

は成人には有効であると報告され,その除菌効

果は熱風によるものではなく主に紫外線ランプ

の作用によるものであると言われいる21).今回

の実験では子どもは消毒器の中で手をもみ合わ

せ,熱風に当てて手を乾燥させたが,高い除菌

効果が得られなかった.その理由として手技が

一定せず手のひらに紫外線が充分にあたってい

なかったこと,手のひらの深い級のところは除

菌されにくいことなどが原因ではないかと考え

られる.手指乾燥方法についてBlackmoreは水

道水による手洗い後,手指乾燥を行い､熱風で

乾燥させるよりも布タオルやペーパータオルで

拭いた方が除菌効果が高かったと述べている22).

また,手洗い後は手荒れや細菌の再付着を防止

するために充分に手を乾燥させる必要があるこ

とはすでに述べられているが23)24),ペーパータ

オルを使用した手拭きでは拭くことにより細菌

を除去する効果があるのではないかと考えられ,

拭く行為の重要性が明らかになった.しかし,

子どもがペーパータオルで自由に手拭きを行っ

た場合には皮膚表面に僅かではあるが水分が

残っており充分な乾燥は出来ていなかった.す
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なわち,子どもに手洗い後はタオルを用いて充

分に手を拭き乾燥させることを指導することで,

石鹸と流水による手洗いの除菌効果は高められ

ると推測される.また,布タオルは使用に伴い

細菌汚染されることから共用タオルの使用は子

ども間の交差感染を防止するためにも慎むべき

であり25)26),個人持ちのタオルについても使用

に伴う汚染状況やタオルの交換時期などに関し

て検討する必要がある.

今回の研究を通じて子どもの手洗いは同一の

手洗い方法,乾燥方法を施行 しても子どもに

よって除菌効果にかなりの差がみられたことよ

り手洗いによって一定の除菌効果を得るために

は子どもに徹底した手洗い教育を行うことが重

要であることが明らかになった.

最後に今回は,結果の信頼性を考慮し,手洗

い前の汚染度の差異を少なくするため被験者を

室内遊びをしている場合に限定したが今後汚染

度が強い場合についても検討する必要がある.

Ⅴ ま と め

保育所における子どもの集団生活において,

感染症の流行を防止するために手洗いは基本的

で重要な行為である.そのため本研究では3才

から5才の保育所の子どもを対象に手洗いの除

菌効果について調べた.

1.手洗いに用いる石鹸などの各種基材につい

て除菌効果を比較したところ,子どもが自由

な手洗いを行った場合,普通固形石鹸は水道

水のみの手洗いと比較して高い除菌効果は得

られず,薬用石鹸,強酸性電解水を用いると

水道水のみの手洗いよりも除菌効果が期待で

き,除菌率50%以上の割合も多かった.しか

し,確実な除菌効果を得るためには塩化ベン

ザルコニウムによる消毒が必要である.

2.子どもの手洗いで最も基本的な方法である

水道水のみの手洗いについて手洗い時間と除

菌効果の関係を手掌部と指部で調べた.20秒

間手洗いは5秒間手洗いと比較して指数減少

倍,除菌率50%以上の割合が高く,時間をか

けて流水下で洗い流すことの重要性が示唆さ
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れた.また指部は手掌部と比較して手洗い後

の細菌数が多く,除菌されにくいことが示唆

された.

3.手洗い後の手指乾燥方法について検討した

ところ,実験者がペーパータオルを用いて充

分な手拭きを行った場合の指数減少億が最も

高く,また除菌率50%以上を示す子どもの割

合も最も多く,子どもが自分で手を拭いた場

合と比較しても有意に高かった.手指熱風消

毒器で15秒間乾燥させた場合,30秒間乾燥さ

せた場合では子どもが自分で手を拭いた場合

と比較して有意差は認められなかった.この

ことからペーパータオルを用いて充分に手を

拭 くことが有効であると考えられた.

以上のことから,確実な除菌効果を必要とす

る場合には塩化ベンザルコニウムなどを使用す

る必要がある.しかし,これらの手指消毒剤は

手荒れなどの問題から子どもの手洗いに常用す

ることは好ましくない.子どもの日常的な手洗

いにおいては石鹸使用の有無にかかわらず,そ

の手技として流水下で手を擦 り合わせ細菌を洗

い流すこと,手洗い後は充分に手を拭 くことが

最も重要である.
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ダニアレルゲン簡易検査法の

有用性に関する研究

田 中 彩 美*1,石 川 哲 也*1,森 脇 裕美子*1

広 田 進*1,上 原 弘 三 *2

*1神戸大学発達科学部

*2シントーファイン株式会社

AStudyonEvaluationofaQuickDeterminingMethodforMiteAllergens

AyamiTanaka",TetsuyaIshikawa*1,YumikoMoriwaki*1

SusumuHirota*1,KozoUehara*2

*lFacultyofHumanDevelopmentKobeUm'versity

*2shinloFineCorporation

Theusefulnessofaquickdeterminingmethodformiteallergensinhousedust,which

uses"MITEYCHECKER"(MCmethod),wasevaluated.MCmethodissimpleandthisproI

cedureisfinishedwithin20minutes.Judgmentofallergenlevelofsamesamplehardlyvar-

iedbyjudges.Thereproducibilityoftheresultwasexcellent.

Thesampleswerecollectedinseveralschools,689samplesweredeterminedbyMC

methodandenzyme一血kedimmunosorbentassay (ELISA).TherelationbetweenMC

methodandELISAshowedstatisticallysignificant,andthecorrelationcoefficientwas0.83

(p<0.01,a-689).Andthismethodrequiresnospecialskillsorknowledge,soitiseasyto

test.MCmethodisrecognizedtobeusefultocontrolallergensinschoolandhouse.

Keywords:mite,allergen,quickdeterminingmethod,MITEYCHECKER

ダニ,アレルゲン,簡易検査法,マイティチェッカー

Ⅰ はじめに

近年,児童生徒の気管支嘱息などのアレル

ギー性疾患が増加しているとの指摘があり1)2),

これらへの対策が求められている.気管支嘱息

をはじめとするアレルギー性疾患の原因の一つ

に,ハウスダス ト中のダニが挙げられる.ダニ

アレルギー対策としては,生活環境中のダニア

レルゲンを低レベルで維持することが,最も効

果的な方法であると考えられる.そのためには,

ダニアレルゲンの存在とその濃度を知る必要が

あり,しかも頻回に調査を行う必要がある.こ

のため,簡便な検査方法が求められている.

また,児童生徒は1日の3分の1の生活を学

校で送ることから,家庭のみならず学校におい

てもダニアレルゲンを低レベルで維持する必要

がある.しかし,過去には学校におけるダニア

レルゲンレベルに関する調査報告がない.この

ため著者らは,学校環境中に気管支鴨息,アト

ピー性皮膚炎,アレルギー性鼻炎等を引き起こ

すダニアレルゲンがどのくらい存在するのかを

把握し管理するために,ダニアレルゲン簡易検

査法 (マイティチェッカーを用いた方法 :以下

MC法と略す)の有用性に関する検討を行った.
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Ⅱ 実験方法

l.MC法の原理および検査の手順

MC法は,ヒョウヒダニ個体のDer2 (分子

量14,000,虫体成分であり,コナヒョウヒダニ

由来のDerf2とヤケヒョウヒダニ由来のDerp2

がある.)抗原を検出する検査キット(マイティ

チェッカー :シントーファイン株式会社製)を

用いた方法である.

(1)検査の手順

検査手順は,掃除機に専用の屋内塵捕集器具

を取り付け集塵し,抽出操作を行った後,抽出

液に検査用スティックを浸潰する.スティック

を取り出した後,水平面に放置し,発色したラ

インの漉きを色見本と照合してダニアレルゲン

レベルを判定する.なお,ダニアレルゲン量が

10FLg以上であれば,赤紫色のラインがはっき

りとあらわれる仕様であり,検査の全過程は20

分以内で完了する.

(2) 基本原理

マイティチェッカーの基本原理 (図 1)は,

スティックを抽出液に浸けると,Der2特異モ

ノクローナル抗体を感作 した金コロイド粒子

(以下A)と,目的抗原 (以下B)が混合され

ることによって生じる抗原抗体反応を利用した

ものである.判定ライン部には,あらかじめA

とは異なるDer2特異モノクローナル抗体が配

置されており,抗原抗体複合体 (A-ち)のみ

がそこに捕捉される.結果として反応量に応じ

て金コロイド粒子の蓄積量も増加するため,発

①ハウスダスト 穏)

｢葡遠藤 1
≡示し意す …
ち-TeSTライン忍ノ

L <
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負 (赤紫)の程度によりダニアレルゲンレベル

を判定できる.また,コントロールライン部も

設けられており,検査が正常に終了したかどう

かを確認することができる.

2.ダニアレルゲン検査方法

(1)屋内塵の採取

内部に珊塵捕集用フェルトを装着した屋内塵

捕集器具を家庭用掃除機 (松下電器産業株式会

社製,MC-S160ⅩA,570W)の中間部にセッ

トし,対象とする採取面 1mXlmの面積を1

分間吸引し,屋内塵を採取した.

(2) アレルゲンの抽出および抽出液の保存

集塵したフェルトは,チャック付きのビニー

ル製袋に移し,そこにリン酸嬢衝液 (pH7.2)

を10ml入れ,1分間手で接みアレルゲンの摘

出を行った.抽出液は12,000rpm,30分間遠心

分離し,上清液をただちにMC法で検査した.

また,ELISA法による検査に供するため上清

液は-20℃で保存した.

(3) アレルゲンレベルの判定

検査用スティックの先端を上清液に3秒間浸

潰させ,水平な場所に置き,上清液を展開させ

10分後に結果を判定した.なお,アレルゲンレ

ベルの判定に際して,検査キット製造会社の検

査方法に表示されている判定段階は表 1に示す

ように-,+-,+,+十の4段階であるが,

本研究では,+以上と判定されるが++よりわ

ずかに低いと判定されるものをより詳細に比較

するため便宜的に+～++と判定し,結果を比

較した.

愈 Der2特典

図1 マイティチェッカーの基本原理
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表l マイティチェッカーの判定とダニアレルゲ

ン量の対応

マイティチェッカーの判定 ダニアレルゲン量*

+ + 35pg以上

十 10-15〟g

十一 5/Jg

*1m2あたりのコナヒョウヒダニ租抗原(エル･エ

ス･エル社製 ダニ抽出物-Df)タンパク質量

(4)ELISA法によるダニ抗原量の測定

① プレート感作 (抗体の固相化)

Derf2特異モノクローナル抗体 (アサヒビー

ル社製)を0.2%アジ化ナ トリウム含有リン酸

緩衝液 (pH7.2)で2〟g/mlに希釈 した.マ

イクロプレー ト(Nunc社製)に1wellあたり100

〟1添加し,4℃で1晩感作した.

(参 ブロッキング

プレート中の液を捨て,1%午血清アルブミ

ンおよび0.2%アジ化ナ トリウム含有リン酸緩

衝液 (pH7.2)を1wellあた り100JJi添加 した.

37℃で 1時間インキュベ- トした.

③ 洗浄

プレー ト中の液を捨て,0.05%Tween20含

有 リン酸嬢衝液 (以下PBStween:pH7.2)

で3回洗浄した.

④ 一次反応

コナヒョウヒダニ租抗原を検量線作成のため

の標準抗原とし,1%牛血清アルブミンおよび

0.05%Tween20含 有 リ ン酸 緩 衝 液 (以 下

ELISA diluent:pH7.2)で各濃度に希釈した.

また,各試料も同株の溶媒で希釈し,1wellあ

た り100〟1添加 した.37℃で1時間イ ンキュ

ベ- トした.

(9 洗浄

プレー ト中の液を捨て,PBS tween(pH

7.2)で3回洗浄した.

⑥ 二次反応

西洋ワサビペルオキシダーゼ-抗Derf2特異

モノクローナル抗体をELISAdiluent(pH7.2)

で0.2pg/mlに希釈 し,1wellあたり100/Jl添加

311

した.37℃で1時間インキュベ- トした.

⑦ 洗浄

プ レー ト中の液 を捨 て,PBStween(pH

7.2)で3回,蒸留水で3回洗浄した.

⑧ 三次反応 (基質反応)

オル トフェニレンジアミンを0.1Mリン酸緩

衝液 (pH6.2)で2.0mg/mlになるよう希釈 し,

溶液の1/1000量の過酸化水素水を加えた. 1

wellあた り100〃1添加 し,37℃で5分 間 イ ン

キュベ- トした.

⑨ 反応停止

2M硫酸を1wellあたり50JJl添加し,反応を

停止させた.

⑲ 吸光度測定

マ イ クロプ レー トリー ダー (BIO-RAD

Model3550MICROPLATE READER)を用

いて490nmで吸光度を測定した.

⑫ ダニ抗原当量の計算

各濃度の検量線用抗原液の吸光度から検量線

を作成し,それに基づいて各試料のコナヒョウ

ヒダニ抗原当量を算出した3).

3.有用性の検討

(1)発色再現性

5段階の各アレルゲンレベルから試料を1つ

ずつ無作為に選び,それぞれ5回ずつMC法で

検査を行った.マイティチェッカーの発色程度

をクロマ トスキャナー (Sbimadzu DUAL-

wAVELENGTHTLCSCANNERCS-930)を

用いて560nmで吸光度を測定し,発色再現性を

確認した.

(2) 異なる判定者による判定結果の誤差

異なる判定者による判定結果の誤差を調べる

ため,ELISA法で測定 した15の試料を無作為

に抽出し,MC法で検査を行った.なお,アレ

ルゲンレベルの判定は同一スティックを用いて

5名がそれぞれ行った.

(3) 展開反応温度が判定結果に及ぼす影響

展開反応温度にともなう判定結果の変化を調

べるため,上清液の温度および展開反応温度条

件を4℃,15℃,25/26℃ (室温の変動のため),

37℃の4点に設定した.それぞれの条件下にお
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いてMC法で検査 し,判定結果を比較 した.な

秦,アレルゲンレベルの判定は同一スティック

を用いて 5-11名がそれぞれ行った.

(4) 展開反応時間が判定結果に及ぼす影響

展開反応時間にともなう判定結果の変化を調

べるため,10分間か ら60分間までMC法で展開

反応させた.なお,アレルゲンレベルの判定は

MC法に従い10分後に行った後,60分後 まで10

分ごとに計 6回行い,同-スティックを用いて

5名がそれぞれ行った.

(5) アレルゲン抽出時間が判定結果に及ぼす影響

アレルゲン抽出時間にともなう判定結果の変

化を調べるため,アレルゲン摘出時間を 1分,

3分,10分の 3点に設定 し判定を行った.

(6)MC法 とELISA法の相関

東京都 と神戸市の小中学校 6校において,辛

成11年12月から平成13年 2月の間に採取 した計

689の試料 を用いて,MC法 とELISA法の相関

を調べた.

各試料をMC法 とELISA法で検査 し,表 2に

示すようにマイティチェッカーの判定結果をス

コア化 した.相関係数は,マイティチェッカー

のスコアとELISA法で測定 したダニアレルゲ

表2 マイティチェッカーの判定とスコアの対応

マイティチェッカーの判定 ス コ ア

++ 4

+-++ 3

+ 2

+- 1
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ン量をスピアマンの順位相関係数に適用 し算出

した.

Ⅲ 結 果

1.発色再現性

発色程度の再現性を調べるため,-か ら+十

まで 5段階の各アレルゲンレベルの試料 をMC

法で検査 し,その発色程度をクロマ トスキャ

ナーで測定した結果を図 2に示す,いずれの場

合 も発色程度にほとんど差は見 られず,発色再

現性は非常に優れていた.

2.異なる判定者による判定結果の誤差

異なる判定者による判定結果の誤差を調べる

ため,無作為に抽出した-から++の試料につ

いて,5名が目視で色見本と比較 して行った判

定結果を表 3に示す.判定者による判定結果の

ばらつ きは,+～++の判定を除いてはほとん

ど見 られなかった.

3.展開反応温度が判定結果に及ぼす影響

展開反応温度が判定結果に及ぼす影響を調べ

た. 4℃では11人中10人が十一と判定 した.し
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表3 5名の判定者による判定結果

サンプルno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15

判 定 者A +- + 十一 + 十 + +-++ ++ +-十十 十--++ +十 ++ -

判 定 者B +- 十 + ++ + 十 ++ ++ ++ ++ ++ -

判 定 者C 十一 + + ++ + + 十+ +.--++ +.一一++ 十十 十十 -

判 定 者D +- + + ++ + + ++ +-++ +.--++ +十 ++ 十一
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かし,15℃では十一と判定したものは11人中2

人に減少 した.25/26℃では,11人中1人が+

～十十と判定した.この結果,4℃においては

低 く判定される傾向が見 られた (図3).なお,

判定結果は表 2に示すスコアで表した.

4.展開反応時間が判定結果に及ぼす影響

展開反応時間が判定結果に及ぼす影響を調べ

た.上清液展開開始10分後以降30分後までは発

色程度が上昇する傾向が見られた (図4).な

義,判定結果は表2に示すスコアで表した.

5.アレルゲン抽出時間が判定結果に及ぼす影響

アレルゲン抽出時間を10分間に延長しても判

定結果に変化は見られなかった (図 5).なお,

判定結果は表 2に示すスコアで表した.

6.MC法とELISA法の相関

MC法とELISA法の相関を調べた.相関係数

は,r=0.83(p<0.01,n-689)と非 常 に高

い相関を示した (図6).

Ⅳ 考 察

アレルギー性疾患の予防や症状を改善するた

めには,生活環境中のダニアレルゲンを影響の
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ないレベルに下げ,コントロールすることが重

要である4)5).ダニアレルゲンの代表的な検査方

法には,ダニの匹数を直接計数する方法とダニ

アレルゲン量を測定するELISA法があるが,

これらの方法は専門的な技術や時間を要する.

このため,近年簡易検査法が開発されてきてい

る6-8).これは,カーペ ットや畳などの素材表

面におけるダニアレルゲン量は,人の日常活動

によって変動することが知 られてお り9)10),正

確な評価でなくてもおおよその量が迅速にわか

ることが必要であるからである.すなわち,ダ

ニアレルギー患者にとっての検査目的は,どの

対象物がどの程度ダニで汚染されているかを知

ることであり,一定の施設設備の整った研究室

でしか行うことができない精密な検査より,辛

定量的であっても現場で直ちにダニアレルゲン

レベルがわかる簡易検査が必要である.このた

め,ダニアレルゲン簡易検査法であるMC法を

取 り上げ,その有用性を学校におけるダニアレ

ルゲンの管理を目的として検討した.

MC法は,発色再現性に優れてお り (図2),
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異なる判定者による判定結果の誤差は,+～+

十の判定段階を除いてほとんどないことを認め

た (衷 3).また,様々な温度の下で検査が行

われることを想定して,展開反応温度にともな

う発色程度の変化をみたところ,4℃では低く

判定されるものの,15℃以上では誤差が少ない

ことを認めた (図3).したがって,展開反応

温度は15℃以上とする必要がある.

展開反応時間にともなう発色程度は,MC法

での展開反応時間である10分間を過ぎても30分

間まで発色程度が上昇した(図4).これは,10

分間の展開反応時間では発色程度が最高に達し

ていないことを示している.しかし,検査キッ

ト製造会社の検査方法による展開反応時間は10

分間であり,本研究においても展開反応時間と

して10分間を採用した.その理由は,①MC法

では,+の判定段階が最も明瞭に判定できる色

調であり,この判定段階と管理の指標であるダ

ニアレルゲン畳約10FLg(ELISA法)を対応さ

せる (表 1および図6)必要があること,すな

わち,10分間以上展開反応させると発色程度が

上昇し,判定段階+とダニアレルゲン童約10Jf

gが対応 しない.②学校の教室や保健室など

689箇所から採取した試料において,10分後に

判定したMC法の判定結果とELISA法で測定し

たダニアレルゲン量の相関が,r-0.83(p<

0.01,n=689)と非常に高い相関を示す (図

6)こと,③現場においては可能な限り短時間

で検査を終えることが望ましいことなどである.

よってこれらの理由により,発色の途中である

が展開反応10分間後に判定することが合理的で

あるとの結論を得た.なお,発色の途中である

ため正確に10分後に判定する必要がある.

アレルゲンレベルの判定に際して,検査キッ

ト製造会社の検査方法には+～十十という判定

段階は示されていないが,本研究では,+以上

と判定されるが十十より検査の正確性を期すた

めわずかに低いと判定されるものを便宜的に+

～++と判定し結果を比較した.本研究におい

て採用 した判定段階+～十十は,ELISA法に

よるダニアレルゲン量38.5FLg(平均)に対応

学校保健研究 JpnJSchoolHealth44;2002

するという結果であった (図 6).したがって,

現場における検査で+以上と判定できる場合,

すなわち本研究において十～十十と判定した試

料は,++と判定する方が妥当であると考えら

れる.

MC法での判定段階十は,表 1および図6に

示すようにダニアレルゲン畳約10JJg,ダニ匹

数では約100匹に相当する.1m2あたりのダニ

数が100匹以下になると嘱息発作がおさまった

という研究11)やそれを支持する研究報告12)13)が

あり,衛生的基準値として挙げられている14-r7)

ことから,MC法では+以下のアレルゲンレベ

ルを維持する必要がある.

ダニアレルゲン量の評価に関して,WHOば

ダスト1g当りのダニアレルゲン畳 (ダニアレ

ルゲン密度)で評価する基準を報告している18).

しかし,ダス ト1g当り (ダニアレルゲン密度)

で評価する場合,婦ゴミのように比重が軽いゴ

ミは実際より高値のダニアレルゲン密度が,ま

た砂ゴミのように比重が大きいゴミは,実際よ

り低値のダニアレルゲン密度が算出されること

になる.一万,1m2当りのダニアレルゲン量

で評価する方法は,ゴミ質による比重差および

密度差に影響を受けず,患者が生活環境中で実

際に曝露されるアレルゲン状態を反映している

といえる.よって,この方法で評価すべきだと

提案している報告もあり12)19),MC法では1m2

当りのダニアレルゲン量で評価している.

他の簡易検査法と比較するとACAREX法は,

ダニアレルゲンDer2を直接測定するMC法と

異なり,クモ網の糞中に存在するグアニンを測

定する方法である7).よって,検査結果が直接

ダニアレルゲン量を示していない.また,アク

ロテス トはDerlを半定量的に測定する検査

キットであ り,ELISA法との相関がr=0.602

(p<0.0001,a-61)と有意ではあるものの

MC法と比較して低い相関である.また,塵を

付属のスプーンで量り検査するので,検査結果

が塵の体積に影響を受ける可能性があること

守, 1回の検査に多くの塵が必要であることが

指摘されている.さらに,検査に1時間の反応
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時間を必要 とすることか ら迅速性 に欠けてい

る8).

以上のことか ら総合的に判断 して,MC法は

現場においてダニアレルゲン検査をするために

非常に優れた方法であ り,本検査法において+

以下のレベルでダニアレルゲンを推持すること

は,管理の目安 として妥当であることを認めた.

Ⅴ 結 論

学校におけるダニアレルゲンレベルを検査す

ることを目的として,ダニアレルゲンの簡易検

査法であるMC法の有用性 を検討 した.MC法

は結果の再現性 に優れ,ELISA法 との相関が

非常に高いという結果を得た.さらに,短時間

での検査が可能であ り,操作 も簡便であった.

よって,ダニアレルゲンを管理するために非常

に有用な検査方法であることを認めた.
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教員養成大学学生に対する

色覚異常に関する調査
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*1北海道千歳高等学校
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Anlnvest短ationintotheAttitudesofEducationCollegeStudents

concerningColorBlindness

RitsukoDoukoshi*lsatokoUeno*ZseikoSugiyama*2

YumiSasajima*2MisakoShibaki*2

*ユHokkaidoChltOSeSeniorHighSchool

*2DepartmentClinicalScienceandNLirSing,HokkaidoUniversityofEducation,AsahikawaCampus

Discriminationandprejudiceagainstcolor-blindpeoplestillexiststodayinJapan.InFeb-

ruary2002theMinistryofEducation,Culture,Sports,ScienceandTechnologyannounced

thattheenforcementofcolor-blindtestsinthehealthexaminationadministeredatprimary

schoolswouldbediscontinuedfrom April2003.Theauthorsconsideredthatallteachers

shouldstillberequiredtoknowmoreaboutcolorblindnessinordertodealwiththemany

problemswhichcolorblindchildrenhave,tounderstandthesechildrenproperlyandtopre-

ventthemfromhavingunforeseendifficultiesinthepresentandfuture.Thepurposeofthis

studywastodiscussthenecessityoflearningaboutcolorblindnessateducationalcolleges

andhowtokeepcolor-blindchildrencomfortableandlessentheiranxietyintheirschool
livesandthustheirfutures.

AselトadministeredunsignedquestionnairewasconductedinOctober2000.Thesubjects

were1220studentsofHokkaidoUniversityEducation,AsabikawaCampus,Hokkaido,Japan.

818students(67.0%)respondedtothequestionnaire.
Theresultswereasfollows:

1)31.2%ofthesubjectshadstudiedaboutcolorblindnessatpreviousschoolsoratthis

college.Themeancorrectscoremeasuringtheirknowledgeconcerningcolorblindness

wassignificantlyhigherintheexperiencegroupthantheinexperiencedgroup.

2)76.4% ofnon-color-blindgroupresporldedthatthecolorvisiontestsatschoolwere

necessary,while50% ofthecolor-blindgroupdisagreed,andthisshowedasign泊cantly

different.Themostfrequentresponseinthecolor-blindgroupaboutthepurposeofthe

colorvisiontestsatschoolwas̀t̀ofacilitatetheminplanningfortheirfutures."

3)63.9% ofalisubjectsrespondedthatitwasnecessarytobetaughtaboutcolorblind-

nessinformaleducation,andtheratiowassignificantlyhigherintheexperiencedgroup

thanintheinexperiencedgroup.Themostfrequentresponseaboutthereasonforthis

necessarywas"tobeabletounderstandcolorblindpeople".

4)Theincidenceofcolorblindnessinthesubjects'malesandfemaleswas6.4% and



318 学校保健研究 JpnJSchoolHealth44;2002

1.00/orespectively.46.20/aofthemhadexperienceddifficultiesintheirschoollives.30.8%

ofthemfeltdissatisfaction,Wereworriedorfeltanxiousintheirschoollivesandabout

theirfuture.

Keywords:colorblindness,colorvisiontest,educationcollegestudents,1earn-

ingaboutcolorblindness,

色覚異常,色覚検査,教員養成大学学生,色覚異常に関する学習

Ⅰ はじめに

色覚異常は,医学的に有効な治療法がない遺

伝的疾患である.一般に,色覚異常であっても

ほとんどの場合日常生活に支障がないといわれ

ているが,色覚異常の児童生徒の中には,学校

生活において色の識別に困難を感じたり,進学

や就職の際に不安を覚えるものも少なくない.

また,教師が色覚異常について理解していない

場合,適切な指導が行えず,児童生徒を傷つけ

る場合もあるi)2)3).色覚異常をもつ人に対して

の誤解や偏見は,社会一般においても根強く存

在する.かつての入学や就職に際しての制限は,

各方面からの尽力によって緩和している4)5).

2001年10月1日からは,労働安全衛生規則等の

一部改正により,雇入時健康診断の色覚検査の

義務づけが廃止されている.このように,色覚

異常者に対する不条理な制限は改善されつつあ

るといえるが,今なお色覚異常に対する世間の

認識は薄い.

学校保健では,色覚検査の是非が問われはじ

めるなどの変化がみられ,学校保健法施行幾別

の一部改正によりそれまで小学校 1･4年生,

中学校 1年生,高校 1年生,高等専門学校 1･

4年生の定期健康診断に実施されていた色覚検

査が,1995年度から小学校4年生のみの実施と

なった.この改正をきっかけに,色覚異常をも

つ児童生徒-の教育的配慮の不十分さを見直す

とともに,教師が色覚異常についての正しい知

識を持ち,学習指導,生活指導,進路指導等に

おいて適切な指導や配慮を行う必要性について

改めて問われてきた.そして,文部科学省は

2002年2月18日,学校における健康診断のうち,

色覚検査を削除することを盛り込んだ学校保健

法施行規則改正案を公表した.2002年3月29日,

学校保健法施行規則の一部を改正する省令が制

定され,色覚検査の削除については2003年度の

健康診断から適用されることとなった.

本研究では,2000年10月に教員養成大学の学

生を対象に,色覚異常に関する知識度,色覚異

常および色覚検査に関する意識についてアン

ケート調査を行い,大学における色覚異常に関

する学習の必要性について検討した.さらに色

覚異常をもつ学生が学校生活や日常生活の中で

抱える問題点や,将来に対する不安などについ

て明らかにし,色覚異常をもつ児童生徒が,学

校生活や将来について不安なく過ごすために必

要な学校における配慮について検討し考察を

行った.

Ⅱ 対象および方法

2000年10月,北海道教育大学旭川校学生

1,220名を対象にアンケー ト調査を実施した.

調査方法は,無記名自己記入式の質問紙を各ゼ

ミナールに配布し,記入後直接回収した.回収

数は818(男性328,女性490 回収率67.0%)

であった (表1).

調査内容は,①色覚異常に関する知識 (診色

覚異常に関する意識 (診色覚異常についての学

習経験 ④生活上での問題点について (色覚異

常のあるもののみ)の4項目である.

調査結果の解析はx2検定およびt-検定を用い,

有意水準0.05以下とした.なお,集計および統

計解析にはMicrosoftExcel(MicrosoftCorpo-
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表 1 対象内訳 (人)

全体 養護課程 その他

男 女 男 女 男 女

1年 80 143 2 15 78 128

2年 78 127 1 24 77 103

3年 85 112 0 23 85 89

4年 85 108 0 28 85 80

ration)およびStatView-J4.ll(Abacuscon-

ceptslnc.,USA)を使用した.

Ⅲ 結 果

1 色覚異常に関する知識

｢色覚異常｣という言葉については,全体で

739名 (90.3%)が知っていた.課程別にみる

と養護教諭養成課程 (以下養護課程)は92名

(98.9%)みられ,その他の課程647名(89.2%)

に比 して有意に高かった (p<0.01).また,

｢色覚異常｣について学習経験のある群では258

塞 (96.6%),学習経験のない群451名 (87.4%)

と,学習経験のある群が有意に高かった (p<

0.01).

各質問における全体の正答数 (翠)は,先天

性色覚異常の原因288名 (27.9%),色を感じる

細胞433名(52.9%),男性発生率183名(22.4%),

女性発生率463名 (56.6%),先天性色覚異常を

伝える劣性遺伝子をもつ染色体386名 (47.2%),

先天性色覚異常の遺伝率606名 (74.1%),矯正

の有 無642名 (78.5%),治療 法 の有 無486名

(59.4%),地 図や色分 け された もの736名

(90.0%),色覚検査実施学年292名 (35.7%),

学校での色覚検査の方法265名 (32.4%),色の

有無455名 (55.6%),見えにくいチョークの色

131名 (16.0%),入学 制 限が あ る学 部70名

(8.6%),制限のある職業22名 (2.7%),運転

免許取得制限の有無282名 (34.5%)であった.

養護課程がその他の課程と比較して13項目で正

答率が高かく,そのうち有意差がみられたもの

は8項目であった.また,学習経験のある群が

(
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学習経験のない群と比較して12項目で正答率が

高く,そのうち有意差がみられたものは8項目

であった.また,大学の講義で学習した群が大

学以外で学習した群と比較して10項目で高く,

5項目で有意差が認められた (表 2).

色覚異常に関する知識についての平均得点

(1間正解を1点とし16点満点)は,7.0±2.6

点であった.養護課程が8.7±2.0点とその他の

課 程6.7±2.6点 に比 し有 意 に高 か く (p<

0.001),また学習経験のある群 (7.8±2.5点)

が学習経験のない群 (6.7±2.3点)に比し有意

に高かった (p<0.001).学習経験のある群の

うち,｢大学の講義で｣学習した群 (8.4±2.4

点)が ｢その他で｣学習した群 (7.1±2.5点)

に比し有意に高かった (p<0.001).色覚異常

の有無別では,色覚異常群が6.1±3.2点,色覚

異常なし群が7.0±2.6点 と,色覚異常群が低

かったが,有意差は認められなかった (表 3).

表3 色覚異常に関する知識 (平均得点)
(16点満点)

n 平均得点

全体 818 7.0±2.6

養護課程 93 8.7±2.0

その他 725 6.7±2.6 p<0.001

色覚異常 26 6.1±3.2

色覚異常なし 792 7.0±2.6

学習経験あり 26 7 7.8±2.5

学習経験なし学習経験あり大学の講義で 516 6.7±2.3 p<0.001130 8.4±2.4

学校保健研究 JpnJSchoolHealth44;2002

2 色覚異常に関する意識

(1)｢色覚異常｣という呼び方に対する印象

全体では ｢色盲 ･色弱という呼び方より抵抗

がない｣と回答 した ものが最 も多 く431名

(52.7%)と半数以上を占めた.養護課程は61

塞 (65.6%)と,その他の課程370名 (51.0%)

に比 して有意に高かった (p<0.01).色覚異

常群においても ｢抵抗がない｣が53.8%を示し

た.次いで ｢色盲 ･色弱という呼び方のほうが

よい｣266名 (32.5%)であった.｢何か別の呼

び方のほうがよい｣と回答したものは,全体で

97名 (ll.9%)みられた.具体的には ｢色覚障

害｣lo宅,｢異常という言葉を使わない呼び方｣
lo宅,｢色覚特性｣ 1名,｢色覚機能低下状態

(症)｣ 1名,｢特異色覚｣ 1名などであった.

(2) 学校での色覚検査の必要性

色覚異常なし群では,学校の色覚検査は ｢必

要である｣としたものは608名 (76.4%)であっ

たが,色覚異常群では13名 (50.0%)と低く,

有意差が認められた (p<0.01)(表4).

｢必要である｣理由として,色覚異常なし群

では ｢学校生活におけるトラブルを前もって防

ぐため｣が最も多 く378名 (62.6%)で,次い

で ｢進路や将来にとって必要な検査だから｣248

塞 (41.0%)であった.しかし,色覚異常群で

は ｢学校生活におけるトラブルを前もって防ぐ

ため｣は3名 (23.1%)と少なく,むしろ ｢進

路や将来にとって必要な検査だから｣と回答し

た者が11名 (84.6%)とほとんどを占め,両群

間で有意差が認められた (p<0.01,p<0.01).

｢その他｣必要な理由として,｢自分の体を知

るため｣22名,｢検査をしないと知らずにいる

表4 学校における色覚検査の必要性についての意識 (%)

全体 養護課程 その他 色覚異常 色覚異常なし 学習あり なし

n=818 n-93 n-725 n=26 n-792 n=267 n-516

必要 75.6 73.1 75.9 50.0 76.4 p<0,01 75.3 77.7

必要ない 5.6 10.8 5.O p<0.05 30.8 4.8 p<0.001 7.5 5.0
わからない 16.4 16.1 16.4 ll.5 16.5 16.5 17.2
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かもしれないため｣8名,｢自分で色覚異常だ

と気づ く(自覚する)ため｣6名,｢教科によっ

て影響が出るので配慮ができるようにするた

め｣3名などがあげられた.

｢必要ではない｣理由として,全体では ｢進

学に必要ないため関係ない｣が最 も多 く21名

(45.7%)であった.｢その他｣として,｢生活

に支障がないため｣｢子どもに無意味に劣等感

を与えるから｣｢学校でわざわざ調べる必要は

ない｣,色覚異常群では ｢色覚異常 とわかって

も治療法がないから｣などの回答が得られた.

(3) 色覚検査について

望ましい時期については,全体では ｢小学校

入学時｣が520名 (63.6%)と最 も多かった.

その他 ｢親が気づいた時｣116名 (14.2%),｢自

由にいつでも｣｢自分で気づいたとき｣などが

あげられた.

望ましい担当者については,全体では ｢医

師 ･看護婦｣が516名 (63.1%)と最 も多 く,

次いで ｢養護教諭｣281名 (34.4%),｢保健婦｣
90名 (ll.0%)などであった.約75%が医療従

事者を望ましいとしていた.

(4) 色覚異常者との関わり

これまでに関わった経験が ｢ある｣と回答し

たものは全体で248名 (30.3%)みられた.

色覚異常を知るきっかけは,｢本人から開い

た｣が194名 (78.2%)と最も多 く,次いで ｢そ

の他の人 (本人 ･教師以外)から聞いた｣31名

(ll.8%),｢学校の色覚検査で｣8名 (3.2%),

｢教師から開いた｣1名 (0.4%)の順であっ

た.｢その他｣(9名,3.6%)としては,｢うわ

さで｣｢日常生活の中で｣｢絵を措いているのを
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みて｣などがあげられた.

色覚異常なし群における色覚異常にもとづ く

と思われるトラブルを見たり闘いたりした経験

が ｢ある｣と回答 したもの71名 (28.6%),｢な

い｣167名 (67.3%)であった. トラブルの内

容としては,｢信号｣23件,｢色の識別｣12件,

｢黒板のチョークの文字｣lュ件,｢図工 ･美術

など絵を描く際｣｢日常生活における色の誤認｣
各lo仲,｢TVゲーム ･カー ドゲーム ･麻雀｣6
件,｢進路｣4件,｢運転免許取得｣3件,｢文

字の読み取 り｣2件,｢試験｣｢い じめ｣｢地図

の読み取 り｣各 1件であった.

(5)色覚異常について学校教育で学習する必要

性

学校教育 (大学を含めて)の中で色覚異常に

ついて学習する必要が ｢ある｣と回答 したもの

は,全体で523名 (63.9%)であった (表5).

｢必要ない｣は67名 (8.2%)とわずかであっ

た.学習する時期については,全体では ｢中学

校｣が192名 (36.7%)と最 も多かった.次い

で ｢小 学 校｣169名 (32.3%),｢高 校｣99名

(18.9%),｢大学｣37名 (7.1%)の順であっ

た.

学習する必要が｢ある｣理由として最 も多かっ

たものは,｢色覚異常である人を理解するため｣
336名 (64.2%)で,次いで ｢色覚異常につい

て理解 したいため｣164名 (31.4%),｢教師と

して必要な知識だから｣118名 (22.6%)であっ

た.｢その他｣(20名,3.8%)では,｢障害では

なくその人の持つ一つの個性としてみんなも認

識して共生していく必要がある｣｢差別やいじ

めのネタになる可能性があるから早い段階で学

表5 色覚異常について学校教育で学習する必要性 (%)

全体 養護課程 その他 色覚異常色覚異常なし 学習あり なし

n-818n-93 n-725 n-26 m=792 n-267 n-516

必要 63.9 82.8 61.5p<0.001 50.0 64.4 76.8 60.1 p<0.001
必要ない 8.2 5.4 8.6 19.2 7.8 p<0.05 6.7 9.1

わからない 24.9 10.8 26.8p<0.001 26.9 24.9 16.1 29.8 p<0.001
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ぶ必要がある｣｢人として最低限必要な知識だ

から｣｢一般常識として理解しておくべきだか

ら｣などがあげられた.

学習する必要が｢ない｣理由として最も多かっ

たものは ｢プライバシーに関わる問題だから｣

(30名,44.8%)であった.｢その他｣(7名,

10.4%)では,｢特に取 り立てて学習する必要

が感じられないので｣｢みんなが知っていなく

てもいいと思うから｣などがあげられていた.

(6) 教員採用時の健康診断書における ｢色覚｣

の項目の必要性

｢必要である｣と回答したものは全体で304名

(37.2%),｢必要 ない｣235名 (28.7%),｢わ

からない｣256名 (31.3%)であった.

｢必要である｣理由として最も多かったもの

は,｢教科によっては指導する上で影響がある

ため｣261名 (85.9%)であった.｢必要ない｣

理由として最も多かったものは,｢教師の資質

には関係ないため｣183名 (77.9%),次いで｢項

目自体差別であると思うから｣55名 (23.4%)

であった.また,｢必要ない｣については,秦

護課程が45名 (48.4%)とその他の課程190名

(26.2%)に比し有意に高かった (p<0.001).

色覚異常群12名 (46.2%)と色覚異常なし群223

秦 (28.2%)との間で有意差が認められた (p

<0.05).学習経験のある群107名 (40.1%)が

学習経験のない群122名 (23.6%)より有意に

高かった (p<0.001).

3 色覚異常についての学習経験

授業で学習した経験のあるものは,全体で

255名 (31.2%)であ った.養 護課程 は74名

(79.6%),その他の課程181名 (25.0%)と両

群で有意差が認められた (p<0.001).学習し

た時期については,｢大学で｣が130名 (51.0%)

と半数を占め,次いで｢高校で｣115名 (45.1%)

であった.

自分で学習した経験のあるものは,全体で23

塞 (2.8%)であった.自分で学習した理由と

しては,｢友人 ･知人に色覚異常の人がいたか

ら｣｢授業 ･講義で興味をもったから｣各3名,

｢自分が色覚異常だから｣｢家族 ･親戚に色覚

学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

異常の人がいたから｣｢レポー ト作成のため｣

各2名,｢受験勉強のため｣1名であった.

4 色覚異常者における生活上での問題点

｢自身に色覚異常がある｣と回答したものは

全体で26名 (3.2%)で,男性21名 (6.4%),

女性 5名 (1.0%)であった.

色覚異常を知ったきっかけは ｢色覚検査で｣

が14名 (53.8%)と最も多かった.時期は ｢/ト

1｣5名,｢中 1｣3名,｢小学校低学年｣｢/ト

4｣各 2名であった.

これまでの学校生活で困ったことや不便を感

じたことがあるものは,12名 (46.2%)であっ

た.具体的には,｢図工 ･美術の時間で｣ 9名

(34.6%),｢チ ョ ー ク･教 材 の 色｣4名

(15.4%),その他 ｢社会科の授業で (地図の

色分けなど)｣｢理科の授業や実験で｣｢体育の

授業や部活動で(ユニフォームの色別など)｣｢技
術 ･家庭科の授業で (コンピューター ･調理な

ど)｣等があげられた.

これまでの日常生活で困ったことや不便を感

じたことがあるものは,10名 (38.5%)であっ

た.具体的には,｢服の色合わせに迷うことが

ある｣｢両の日や夕方など信号の見えにくいこ

とがある｣｢TVゲームなどの際,色を判別しに

くいことがある｣｢すき焼などで肉が煮えたか

わからないことがある｣｢青い方などと言われ

るとどちらなのかわからないときがある｣等の

回答が得られた.

これまでやこれからについての不満 ･不安 ･

悩み な どがあると回答 した もの は,8名

(30.8%)みられた.具体的には,｢就職試験

や就職後の仕事に不安がある｣｢高校 ･大学な

どの受験の際進路が左右された｣｢大学での講

義や研究に不安がある｣｢自動車運転免許取得

時に不安がある｣｢結婚 ･子どもに関して不安

がある｣等であった.

Ⅲ 考 察

1 色覚異常に関する知識

全体の90%以上の学生が ｢色覚異常｣という

言葉を知っていた.養護課程,学習経験のある
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群では95%以上の学生が知っており,認知度は

高いといえる.しかし,一方で ｢色覚異常｣と

いう言葉を聞いたことがない学生が10%近くみ

られたこと,特に養護課程で知らない学生がい

たことなど,今後大学での学習を徹底する必要

があると思われた.

知識問題で正答率が高かったものは,地図や

色分けされたもの (90%),矯正の有無 (79%),

遺伝率 (74%)であった.｢色覚異常｣という

言葉から色に関わる疾患であることが容易に想

像できること,また高校の ｢生物｣等で伴性劣

性遺伝の典型例 として取 り上げられることが

あったためと思われる.逆に,正答率の低かっ

たものは,見えにくいチョークの色 (16%),

入学制限の学部(9%),制限のある職業(3%)

であった.｢色覚問題に関する指導の手引き｣6)
には,板書に当たっての留意点として ｢緑色黒

板上に赤や青色のチョークを使用すると見えに

くいので,主に白や黄を用いる｣とある.白以

外の色チョークの見えにくさについては教師と

しての基本的知識と思われるが,認識度は非常

に低い.また,大学入学や職業の制限に関して

は,90%以上のものが誤解していた.色覚異常

者本人はもちろんのこと,教師がこれらについ

て正しい知識を得ていないと,適切な進路指導

が行われず,可能性を狭めてしまうことにもな

りかねない.

色覚異常に関する知識問題の平均得点は,大

学で学習する機会の多い養護課程が8.7点と高

かった.学習経験のある群も7.8点と高得点で

あったが,大学の講義で学習した群では8.4点

とさらに高く,大学での講義の有効性が証明さ

れた.

2 色覚異常に関する意識

(1)｢色覚異常｣という呼び方に対する印象

｢色覚異常｣という呼び方について,｢色盲 ･

色弱という呼び方より抵抗がない｣と回答した

ものは半数以上みられ,特に養護課程に多かっ

た.｢異常という言葉を使わない別の呼び方が

よい｣という意見も約10%みられた.高柳7)は

｢色覚異常は異常ではないのに異常という言葉
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を使うのは矛盾である｣と述べており,学術用

語ではなく社会的に語弊がない呼び方として

｢色覚特異性｣｢色覚特性｣という言葉を提案

している.｢色覚異常｣という呼び方について

は賛否両論あるが,色覚異常者が差別感を持た

ないような呼び方が検討される必要がある.

(2) 学校での色覚検査の必要性

｢必要である｣とするものは,色覚異常なし

群は76%であったが,色覚異常群は50%が反対

であった.その理由として,前者は ｢学校生活

におけるトラブルを前もって防ぐため｣と考え

ているのに対し,後者の約85%が ｢進路や将来

にとって必要な検査だから｣と考えており,日

常的なトラブルより差別や偏見による将来が不

安であるということが明らかになった.

(3) 色覚検査について

深見8)は色覚異常児の色誤認,錯誤,見分け

困難は低学年に多いが,教育的な配慮や指導が

必要であることを考慮し,早期の検査が必要で

あると述べている.本調査でも,色覚異常群の

色覚異常が発見された時期は,小学校低学年以

下が約半数であった.楠本ら9)の調査からは,

色覚異常の発見年齢が全学年に分布しているこ

とが報告されており,小学校 4年生の検査では

遅すぎると主張している.他にも同株の意見が

みられている10)ll).本調査においても色覚検査

の望ましい実施時期として,｢小学校入学時｣

という回答が60%以上であったこと,｢その他｣

として｢親が気づいた時｣｢自由にいつでも｣｢自
分で気づいた時｣等の意見もみられ,日常的に

必要に応じて気軽に検査を受けるシステムが必

要であると思われた.学校での色覚検査の目的

として,太田12)は ｢①色覚異常者が学校生活で

不利にならないようにする,②進学や職業選択

の参考に供 し,正しい指導ができるようにす

る｣ためとしている.また,市川13)は ｢教育側,

家族,本人が無自覚のまま修学中に色間違いを

おこせば,学童は馬鹿にされたり,無能な子と

みなされてしまう危険がある｣とし,教育上の

配慮のためにも学校での色覚検査が必要である

ことを述べている.また,深見14)は ｢学校での
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色覚検査において,できるだけ正確を期す目的

で 『異常の疑い』としてふるい分けたものはそ

の場で再検査するのがよく,そのためには集団

検査にあたるのが学校の教員のみでなく,やは

り学校医が同時にその場にいることが望まし

い｣と述べている.本調査でも,担当者は ｢医

師 ･看護婦｣｢保健婦｣といった医療従事者を

支持していた.

岡島ら3)は,色覚異常のあるものの ｢3/4か

ら2/3は多かれ少なかれ検査時に苦痛を感じ

ている｣と報告してお り,深見15)や馬場11)も個

別検査の必要性を説いている.

(4) 色覚異常者との関わり

30%以上が,これまでに色覚異常者と関わっ

た経験があった.それを知ったきっかけとして,

約80%が本人から閉いたと回答していたが,そ

の他の人から開いたものも約12%みられた.プ

ライバシーが守られず,うわさなどにより他の

人から聞く機会があったということは,色覚異

常が個性や特性と捉えられていない現状があり,

色覚異常に対する偏見や差別が根強く残ってい

るものと思われた.さらに,｢学校の色覚検査

で｣知ったものが約 3%みられ,学校での色覚

検査においてもプライバシーの保護は必ずしも

十分ではないことがうかがわれた.

色覚異常に基づくと思われるトラブルを見た

り闘いたりした経験が ｢ある｣ものは約30%で

あった.太田12)が ｢色覚検査の歴史を振 り返っ

てみると,これらの検査はかつて起こった重大

な海難事故,列車事故が契機となって実施され

るようになったことがわかる｣と述べているよ

うに,｢信号｣に関するものが多 くみられた.

また,｢黒板のチョークの文字｣｢図工 ･美術｣
｢進路｣等,学校での色誤認によるトラブルが

多 くみられ,長滞ら16),堂腫 ら17)の報告と一致

した.岡島ら3)や堂腰 ら17)の報告で述べ られて

いるように,学校現場において教師の色覚異常

に対する関心の薄さからくるトラブルが多々あ

ると推察される.

(5) 色覚異常について学校教育で学習する必要

性
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全体の64%が,色覚異常を学校教育 (大学を

含めて)の中で学習する必要があると考えてい

る.楠本ら9)は ｢学校教育現場において,色覚

に関する理解 ･知識を深める授業,あるいは保

健指導があってしかるべきである.ただ単に科

学的な遺伝の分野であっても,自他の生命,人

権を尊重する立場からの色覚を学ばせる機会が

必要である｣と述べている.今回の調査におい

ても,｢色覚異常である人を理解するため｣｢色

覚異常について理解したいため｣学習する必要

があるという回答が多くみられた.

色覚異常を学習するべき時期については,全

体で ｢中学校｣が約37%と最 も多 く,｢大学｣

は約7%と少なかった.中学校や小学校の早い

段階で常識として学習する必要があるとの認識

はあるが,教師として必要であるとの認識は未

だ低いと思われた.楠本ら9)は,｢大学の教職課

程の科目の中に 『色覚に関する』事項を入れる

べきである.全教師が色覚異常者に対する認識

を持った上で,色覚異常者に今まで以上の教育

的支援を行う必要がある｣と述べている.本調

査対象大学でも1998年からいくつかの教科の中

で講義を行っているが,今後全学生が受講可能

なカリキュラムの整備が必要と思われる.

(6) 教員採用時の健康診断書における ｢色覚｣

の項目の必要性

教員採用試験に際しては,1993年現在47都道

府県および12政令指定都市いずれにおいても,

募集要項上色覚についての採用制限の記載はな

くなっている.しかし,1997年6月現在で各都

道府県 ･政令指定都市の教育委員会に対 して

行った北海道教育大学保健管理センター旭川分

室の調査によると,32道府県 (71.2%)に受験

者が提出する ｢健康診断書｣等に ｢色覚｣の項

目が設けられていた.高柳7)は,教職員の色覚

に関わって採用制限があったことに対して ｢健

常者ばかり集めたことで,学校教育の場で色覚

異常に対する正しい知識が確立しなかったとい

えるかもしれない｣と述べている.

今回の調査で,色覚異常の項目が必要である

と回答したものは全体の約37%であり,そのう
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ち ｢教科によっては指導する上で影響がでるた

め｣と考えたものが約86%みられた.しかし,

高柳7)は眼科医の意見として ｢教師が色覚異常

であれば,色覚異常の子どもたちに適切なアド

バイスができるから,色覚異常の教師がいても

よいと思 う｣と述べている.本調査でも,約

30%の学生が色覚異常の項目は必要ないと回答

しており,そのうちの約80%が ｢教師の資質に

は関係ないため｣としていた.

3 色覚異常についての学習経験

学習経験のあるものは,全体の約30%とわず

かであり,そのうち ｢大学で学習｣したものは

半数であった.色覚異常者でさえもわずか12%

程と低かった.堂腰 ら17)の報告によると,｢自

分で興味を持ち学習した｣教師もわずか12%で

あった.現職の教師が自分で学習する機会は非

常に少なく,このことからも大学における色覚

異常に関する学習の必要性が示唆された.

4 色覚異常者における生活上での問題点

本調査における色覚異常発生率は,男性6.4

%,女性1.0%であった.色覚異常 を知 った

きっかけは ｢色覚検査で｣が約54%であった.

色覚検査の是非が問われているが,半数以上の

ものが色覚検査で色覚異常を知ったことからも,

学校における色覚検査の必要性は否定できない.

学校 ･日常生活で不便等を感じた経験につい

て,半数が ｢全 くない｣と回答しており,楠本

ら9)の調査結果と同様の傾向を示 した.日常生

活においてそれほど不便等を感じていないこと

は,岡島ら3)の報告にあるように ｢色覚自体に

変化はなくても色識別能力が年齢によって向上

し,色誤認が少なくなる｣ものと推察された.

しかし,一方で ｢図工 ･美術の授業｣で約300/0,

｢チョーク ･教材の色｣で約150/Oが困ったこと

があると回答しており,学校における配慮が不

十分であることが示唆された.

これまでやこれからについての不安等が ｢な

い｣と回答したものは半数以上に達しており,

楠本ら9)の調査結果と同様の結果が得 られた.

反面,｢就職 ･仕事に不安｣｢進路が左右された｣

｢結婚 ･子 どもに関して不安｣等の回答が約
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30%みられた.社会においては,色覚異常につ

いての制限が緩和 されてきているが,今なお

誤った知識やいわれのない差別や偏見等が根強

く残っており,色覚異常者にとって生きやすい

社会とは言い難い.

Ⅳ ま と め

北海道教育大学旭川校学生1,220名を対象に,

色覚異常に関する知識度,色覚異常および色覚

検査に関する意識についてアンケー ト調査を行

い,以下のような結果を得た.

1 色覚異常に関する知識

(1)｢色覚異常｣という言葉について,90%以

上が知っていた.

(2) 色覚異常に関する知識についての平均得点

は,養護課程 (8.7点),学習経験のある群

(7.8点),および大学の講義で学習 した群

(8.4点)で有意に高 く,大学での学習効果

があったものと判断できた.しかし,全体の

平均得点は7.0点と低 く,また色覚異常群は

6.1点と平均点を下回り,今後 も大学での学

習が必要と思われた.

2 色覚異常に関する意識

(1)｢色覚異常｣という呼び方に対 して,半数

以上が ｢色盲 ･色弱という呼び方より抵抗が

ないという意識を持っている.

(2)色覚異常なし群では75%以上が学校での色

覚検査が ｢必要である｣と回答し,その理由

として ｢学校生活におけるトラブルを前もっ

て防ぐため｣が最も多 く60%以上を占めた.

しかし,色覚異常群ではむしろ85%が ｢進路

や将来にとって必要な検査だから｣ と考えて

おり,日常的なトラブルより差別や偏見によ

る将来が不安であるということが明 らかに

なった.

(3) これまでに色覚異常者と関わった経験があ

るものは,全体の30%であった.色覚異常を

知るきっかけは ｢本人から開いた｣が約80%

と大半を占めたが,｢学校の色覚検査で｣｢教

師から聞いた｣などがわずかながらみられ,

プライバシーが必ずしも守られていないこと
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が明らかになった.

(4)全体の64%が色覚異常を学校教育で学習す

る ｢必要がある｣と回答し,学習経験群がな

い群より高い割合を示 した.｢必要がある｣

理由として,｢色覚異常である人を理解する

ため｣が64%,｢教師として必要な知識だか

ら｣は23%であった.

(5) 教員採用時の健康診断書における色覚の項

目については,｢必要である｣37%,｢必要な

い｣29%と意見が分かれた.また,その理由

として最も多かったものは,｢必要である｣
は ｢教科によっては指導する上で影響がある

ため｣,｢必要ない｣は ｢教師の資質には関係

ないため｣と相対するものであった.

3 色覚異常についての学習経験

色覚異常について学習経験のあるものは,全

体の約 1/3とわずかであった.そのうちの約

半数が ｢大学で学習した｣ものであった.今後,

全学生が色覚異常について学習できるカリキュ

ラムが必要であると考える.

4 色覚異常者における生活上での問題点

｢自身に色覚異常がある｣と回答 したものは,

男性6.4%,女性1.0%であった.色覚異常 を

知ったきっかけは ｢色覚検査で｣が半数以上を

占め,学校における色覚検査の必要性は否定で

きない.

46%が学校 ･日常生活で不便等を感じた経験

があったが,50%以上は ｢全 くない｣と回答し

ていた.困った内容として｢区は ･美術の授業｣

(約350/a),｢チ ョーク ･教材 の色｣(約15%)

などがあげられた.様々な場面での学校 ･教師

側の細やかな配慮が必要であることが示唆され

た.

文部科学省は ｢学校保健法施行規則の一部改

正等について｣(平成14年 3月29日付け13文科

ス第489号文部科学省スポーツ ･青少年局長通

知)の中で,2003年度からの学校健診における

色覚検査の廃止について,｢色覚検査において

異常と判別される者であっても,大半は支障な

く学校生活を送ることが可能であることが明ら

かになってきていること,これまで色覚異常を

学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

有する児童生徒-の配慮を指導してきているこ

とを考慮し,色覚の検査を必須の項目から削除

した｣と述べている.

しかし,色覚検査の廃止によって教師の色覚

異常に対する関心が一層薄れ,色誤認への適切

な対応が困難になる16)ことも危供される.現状

においても,色覚異常に対する学校現場での関

心は薄 く,知識も不十分である16)17)ことが指摘

されている.また,このことは教員養成大学の

学生においても同様である.したがって,教師

として必要な知識 ･認識を深めるためにも,大

学の教職課程において色覚異常に関するカリ

キュラムの整備が強く望まれるところであり,

色覚異常をもつ児童生徒が安心して学校生活を

送るためにも,色覚異常に関する現職教育の充

実が必要であると思われる.
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大学生の食物摂取頻度に及ぼす

ライフスタイルの影響について

～数量化Ⅱ類による検討～

門 田 新一郎

岡山大学教育学部学校保健研究室

EffectsofLifeStyleontheFoodIntakeFrequencyinStudents

～StudybyQuantiBcationTheoryII～

ShinichiroMONDEN

DepartmentofSchoolHealth,FacultyofEdlLCationOkayamaUniversity

Thepurposeofthisstudyistoanalyzetheeffectsoflifestyleonthefoodintakefre-

quencyincollegestudents,andtoexaminethewayofhealtheducationaimedattheim-

provementofeatinghabits.

Asurveywasconductedon736collegestudents.Quanti丘CationtheoryIIwasusedfor

analysis.Objectvariablewasfoodintakescore(maximum30points)calculatedfromasur-

veyonfoodintakefrequencyonlOfoodgroups.Theobtainedscorewasclassi点edtothree

groupsof"19pointsorless,""20-24points"and"25pointsormore."Descriptionvariable

was12factors(37Categories)relatedtolifestyle.Thesefactorswereasfollows:gender,

residence,sleepinghours,exercise,smoking,drinking,breakfast,appetite,wakingupinthe

morning,evacuationofbowels,selトevaiuationonhealth,andconsciousnesson五gure.
Theresultsareasfollows.

(1)Regardingfoodintakefrequency,theintakefrequencyof魚shandmeatwashigh,but

thatofgreenvegetable,fruit,milkandseaweedwaslow_Incomparisonbygender,male

studentshadmanyfoodswithlowintakefrequency.

(2)BytheanalysisofquantiflCationtheoryII,correlationratiowas0.299fortheaxis1,and

O.039fortheaxis2.Discriminationhittingrateobtainedfromtheaverage(Standardde-

viation)ofsamplescorewasthelargestat82.60/ofordiscriminationbetweenthe"19

pointsorless groupandthe"25pointsormore group.
〟 Iタ

(3)Thefactorsinlargecorrelationwithfoodintakescorewereresidence,breakfast,self-

evaluationonhealth,smoking,andgender.Ⅰnparticular,thecorrelationswithresidence

andbreakfastwerethelargest.

(4)Categoriesthatincreasefoodintakescorewereone'sownhouse,breakfastintake,slim

body,female,andhealth.Categoriesthatdecreasethescorewerebreal血Stomission,

smoking,unhealthytendency,andlivingoutofone'sownhouse.

Fromtheaboveresults,itisconsideredthatforimprovingtheeatinghabitofcollegestu-

dents,lleaitheducationtomakestudentsestablishhealthylifestyleisnecessary.
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Ⅰ 緒 言

近年,大学生の健康増進対策として,食生活

の改善が重要な課題とされている.その背景に

は,生活リズムの夜型化や日常生活での身体活

動量の減少など,ライフスタイルの変化が食生

活にも様々な影響を及ぼしてきていることが考

えられる.また,健康的な食習慣の形成は,運

動習慣,飲酒 ･喫煙習慣などとともに生活習慣

病の予防に関する施策としても学校における健

康教育の現代的課題1)2)として重要視されている.

これまでにも大学生の食生活の現状について

は多 くの報告がなされてお り,欠食,偏食,

誤ったダイエットなどの食習慣の問題が指摘さ

れている.これらの大学生の食生活には,健康

意識や健康行動などのライフスタイルの諸要因

が影響していると考えられることから,食事摂

取状況や食物摂取頻度などの食生活要因と健康

状況,運動習慣 との関連3卜9)を検討したり,食

生活要因の住居別,性別比較をした報告10)も多

くなされている.しかし,大学生の食生活に及

ぼすライフスタイルの諸要因は多様であること

から,それらの諸要因との関連を個別に検討す

るだけでなく,できるだけ包括的に捉えて大学

における健康教育の一環として食生活の改善を

推進する必要があると考える.

このような視点に立って,大学生の食生活と

ライフスタイルの諸要因との関連を検討する手

段の一つとして,数量化理論11)の適用が考えら

れる.浅野12),石樽13)らは各食品群の食物摂取

頻度に重み付けをして説明変数とし,各要因と

の関連を数量化理論を用いて検討している.し

かし,ライフスタイルの諸要因を説明変数とし

て食物摂取頻度との関連の度合いを分析し,学

校における健康教育の立場から検討したものは

みられない.

そこで,本報では,大学生を対象に簡易質問

紙法による食物摂取頻度調査を行い,それから

算出される食物摂取得点に及ぼすライフスタイ

ルの諸要因の影響について,数量化Ⅱ類11)など

の統計的手法を用いて分析し,併せて,食生活

の改善をねらいとした大学における健康教育の

在 り方について若干の検討を行ってみた.

Ⅱ 研究方法

1.調査対象と分析対象

某国立大学の学生783名を対象とした.その

内,有効回答の得られた736名 (94.0%)を分

析対象とした.

2.調査方法と調査時期

質問紙調査法による無記名式で選択式とし,

大学の授業の一部を利用して実施した.筆者が

学生に調査の目的を説明して記入を求め,協力

を依頼した.無回答の項目がある者を除いた人

数分を有効回答とした.

調査時期は,1999年10月下旬である.

3.調査内容

食物摂取頻度とライフスタイルについて調査

した.調査内容の概要は,以下のとおりである

1)食物摂取頻度調査

表1に示した食物摂取頻度調査項目(10食品)

を用いて調査した.この調査は筆者が本学会誌

などに既に報告11)15)したもので,各項 目につい

て ｢はい｣｢ときどき｣｢いいえ｣の何れかを選

択させるものである.そして,摂取する方が望

ましい①～⑧の8食品 (色の濃い野菜,色の淡

い野菜,果物,牛乳,卵,魚 ･肉,豆腐 ･豆類,

海藻類)には ｢はい｣に3点,｢ときどき｣に

2点,｢いいえ｣に1点を与え,摂取 しない方

が望ましい⑨,⑲の2食品 (インスタント食品,

清涼飲料水)には逆の得点を与え,10食品の合

計点 (30点満点)を求め食物摂取得点とするも
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表1 食物摂取頻度の調査項目

次の食品をふだんどのくらい食べていますか,該当する欄に○をして下さい.

①毎日一皿の色の濃い野菜を食べていますか.

②毎日-血の色の淡い野菜を食べていますか.

③毎日-個の果物を食べていますか.

④毎日一本の牛乳を飲んでいますか.

⑤毎日一個の卵を食べていますか.

⑥毎日一切れの魚か肉を食べていますか.

⑦豆腐や豆類を一週間に3回以上食べていますか.

⑧海藻類 (昆布,わかめなど)を一週間に3回以上食べていますか.

⑨毎日インスタント食品(ラーメン,カップヌードルなど)を食べていますか.

⑩毎日清涼飲料水 (ジュース,コーラなど)を飲んでいますか.

れ

3

3

3

3

3

3

3

3

-

1

注)調査では,得点は示さず10食品とも ｢はい｣｢ときどき｣｢いいえ｣とした.

のである.この得点を平均値 (標準偏差)を基

に3区分した.

2)ライフスタイル (後述の表 3参照)

(1) 対象者の属性

性,住居の 2項目を調査した.

(2) 健康行動と健康意識

健康行動はBreslow,J16)らの提示している健

康習慣に関する項 目を参考に,睡眠時間,運

動 ･スポーツ,喫煙,飲酒,朝食の 5項目を調

査した.健康意識は食欲,朝の目覚め,排便,

健康の自己評価,体型意識の5項目を調査 した.

4.資料の集計と分析

1)資料の集計

資料は,各調査項目のカテゴリを3-5カテ

ゴリに集約して集計した.食物摂取頻度調査は

性別及び全体で集計 した.健康行動と健康意識

の性別比軟は他誌17)に報告 しているので,本報

では数量化 Ⅱ類の分析に必要な各要因のカテゴ

リ別の全体の人数を示した,

2)資料の分析

食物摂取得点を3区分して臼的変数 (外的基

準)とし,ライフスタイルの12要因 (計37カテ

ゴリ)を説明変数として,数量化 Ⅱ類11)を用い

て分析 した.この数量化理論の場合には,母数

に対する検定の手法を用いることができないの

で,目的変数と説明変数 との関連をxz検定 し,

危険率 5%以下を有意とした.使用したプログ

きどきと I,bi
朗
>
′lヽ

い

1

-

1

1

-

1

1

1

3

3

ラムは社会情報サービスの ｢秀吉ProforWin-

dows｣である.

Ⅲ 結 果

1.食物摂取頻度調査

表 2に,10食品の食物摂取頻度について示し

た.全体でみると摂取する方が望ましい8食品

(色の濃い野菜,色の淡い野菜,果物,牛乳,

卵,魚 ･肉,豆腐 ･豆類,海藻類)の摂取頻度

で ｢はい｣と答えた者,すなわち,摂取頻度の

高い者は全般的に少なく19.3-61.7%となって

いた.性別比較では牛乳,魚 ･肉の2食品を除

いて有意の差がみられた.摂取する方が望まし

い色の濃い野菜,色の淡い野菜,果物,卵,豆

腐 ･豆類,海藻類の6食品では女子の摂取頻度

が高くなっており,摂取しない方が望ましいイ

ンスタント食品と清涼飲料水の2食品では女子

の摂取頻度が低 くなっていた.

食物摂取頻度から算出した食物摂取得点 (30

点満点)の平均値 (標準偏差)は,全体では21.8

(3.9)となっていた.性別では男子 は20.7

(3.9),女子は22.8(3.6)となっていた.こ

こでは,全体の平均値 (標準偏差)を基に ｢19

点以下｣,｢20-24点｣,｢25点以上｣に3区分し

て目的変数とした.3区分の人数は,それぞれ

205名 (27.9%),333名 (45.2%),198名

(26.9%)となっていた.
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食 品 群 カテゴリ
男子 女子 計

n=367 n-369 N=736

色の濃い野菜 はい 16.6 32.2 24.5

(毎日一皿) ときどき 63.5 57.5 60.5 **
いいえ 19.9 10.3 15.1

色の淡い野菜 はい 30.2 50.7 40.5

(毎日一皿) ときどき 58.6 44.4 51.5 **
いいえ 11.2 4.9 8.0

果物 はい 13.9 24.8 19.3

(毎日一個) ときどき 42.0 48.8 45.4 **
いいえ 44.1 26.6 35.3

牛乳 はい 31.6 33.6 32.6

(毎日一本) ときどき 31.9 30.6 31.3 ns

いいえ 36.5 35.8 36.1

卵 はい 34.3 47.7 41.0

(毎日一個) ときどき 44.1 40.7 42.4 **
いいえ 21.5 11.7 16.6

.
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魚 ･肉 はい 62.7 60.7 61.7

(毎 日一切れ) ときどき 29.7 33.1 31.4 ns

いいえ 7.6 6.2 6.9

豆腐 ･豆類 はい 32.2 40.4 36,3

(週3回以上) ときどき 37.9 37.1 37.5 *
いいえ 30.0 22.5 26.2

海藻類 はい 23.7 32.2 28.0

(週3回以上) ときどき 43.9 42.0 42.9 *
いいえ 32.4 25.7 29.1

インスタント食品 はい 6.3 2.7 4.5

(毎日) ときどき 48.8 27.9 38.3 **
いいえ 45.0 69.4 57.2

清涼飲料水 はい 31.9 9.5 20.7

(毎日) ときどき 42.5 43.6 43.1 **
いいえ 25.6 46.9 36.3

注)x2検定欄は,*P<0.05,**P<0.01,ns有意の差なし.

2.食物摂取得点とライフスタイルとの関連 居 ｢自宅｣,喫煙 ｢吸わない｣,朝食 ｢毎 日食べ

表 3に,食物摂取得点 とライフスタイルの12 る｣,朝の 目覚め ｢良い｣,健康の自己評価 ｢健

要因との関連について示 した.性,住居,喫煙, 康｣の者 には,食物摂取得点 の高 い者 が多 く

朝食,朝の目覚め,健康の自己評価の 6要因で なっていた.

有意の関連 (差)がみ られた.性 ｢女子｣,住
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表3 食物摂取得点とライフスタイルとの関連 (%)

要 因 カ テ ゴ リ 人 数
食物摂取得点

19点以下 20-24点 25点以上 x2

男子 n-367

女子 n-369

自宅 n-274

自宅外 n=462

睡眠時間 6時間未満 n-172

6-7時間 n-329

7-8時間 n=181

8時間以上 n=54

運動 ･スポーツ 週 3回以上する n-181

(体育の授業は除く) 週 1-2回する n=134

ほとんどしない n-421

35.4 46.3 18.3 **
20.3 44.2 35.5
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3.数量化Ⅱ頬を用いた分析

1)相関比

食物摂取得点を3区分して目的変数とし,ラ

イフスタイルの12要因 (計37カテゴリ)を説明

変数とした分析では,最大相関比 (Ⅰ軸)は

0.299,第2相関比 (Ⅱ軸)は0.039となってい

た.

2)説明変数のカテゴリ別人数

前述の表3に,説明変数のカテゴリ別人数に

ついて示した.カテゴリ別人数は要因によって

偏りがみられるが,カテゴリの人数が最も少な

いものでも15名であり,カテゴリの人数が 5以

下のように分析に支障をきたすような極端に少

ないものはみられなかった.

3)サンプルスコアの平均値 (標準偏差)

表4に,目的変数とした食物摂取得点の区分

別にみたサンプルスコアの平均値 (標準偏差)

について示した.Ⅰ軸では食物摂取得点が低い

方から高い方になるにしたがってスコアの平均

値は正の値から負の億に移行している.しかし,

Ⅲ軸ではⅠ軸のような一定の傾向はみられな

かった.

これらの結果から,工軸のスコアが食物摂取

得点の判別に適していると言える.また,前述

したように,Ⅰ軸の相関比に比べてⅡ軸の相関

比はかなり小さかったことからもⅠ軸が判別に

適していると言える.

そこで,以下では,Ⅰ軸の分析結果について

述べる.

4)サンプルスコアの度数分布と判別的中率

(Ⅰ軸)

図1に,サンプルスコアのランク別度数分布

から作成した構成比について示した.この図か

ら,食物摂取得点の高い者はスコアが負の方向

を示す者が多くなり,逆に,食物摂取得点の低

い者はスコアが正の方向を示す者が多くなる傾

向がみられる.

そこで,表4に示した目的変数の区分別サン

プルスコアの平均値 (標準偏差)からミニマッ

クス判別的中率11)を求めてみると,食物摂取得

点が ｢19点以下｣と ｢25点以上｣で82.6%と最
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- 19点以下
- 20-24点
-一･一25点以上

-2.25-1,25-0.250.75 1.75 2.75スコア

図1 食物摂取得点の区分別にみたサンプルス

コアの構成比

表4 食物摂取得点の区分別人数とサンプルスコ

アの平均値 (SD)

食物摂取得点

19点以下 20-24点 25点以上

人数 205 333 198

(%) (27.9) (45.2) (26.9)

Ⅰ軸 平均値 0.748 -0.028 -0.728

(SD) (0.824) (0.894) (0.752)

Ⅱ軸 平均値 0.167 -0.216 0.191

(SD) (1.076) (0.924) (0.975)

も大きくなっていた.

5)説明変数のカテゴリ別スコア,レンジ,偏

相関係数 (Ⅰ軸)

表5に,説明変数のカテゴリ別スコア,レン

ジ,偏相関係数について示した,目的変数と説

明変数との関連の皮合いをみる場合,偏相関係

数は他の要因を除去したときの目的変数と説明

変数の各要因との相関関係を示すものであるの

で,偏相関係数が大きく,かつ,カテゴリスコ

アのレンジが大きい要因ほど関連の度合いが大

きいと言える.

説明変数の中で目的変数と関連の大きいもの

として,住居,朝食,健康の自己評価,喫煙,

性などを挙げることができる.また,前述した

目的変数の区分別サンプルスコアの平均値,皮

数分布,判別的中率などから,説明変数の中で

食物摂取得点の高い方に関連の大きいカテゴリ

は負の値が大きく,逆に,食物摂取得点の低い

方に関連の大きいカテゴリは正の値が大きくな

ると言える.
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表 5 説明変数のカテゴリ別スコア,レンジ,偏相関係数 (Ⅰ軸)

要 因 カ テ ゴ リ スコア

男子 0.243

女子 -0.242

住居 自宅 -0.721

自宅外 0.427

レンジ 偏相関係数

0.485⑤ 0.139③

1.148① 0.322①

一睡眠時間 6時間未満 -0.141

6-7時間 0.128

7-8時間 -0.069

8時間以上 -0.096

運動 ･スポーツ 過3回以上する -0.048

週 1-2回する -0.046

ほとんどしない 0.035

0.268⑪ 0.076⑨

0.083⑯ 0.026⑲

喫煙 吸わない -0.046

1日10本未満 0.560 0.606④ 0.093⑤

1日10本以上 0.138

飲酒 過2-3回飲む -0.197

月2-3回飲む -0.120 0.310⑲ 0.079⑦

ほとんど飲まない 0.113

朝食 毎日食べる -0.317

過2-3回食べる 0.548 1.072② 0.258(診

ほとんど食べない 0.754

食欲 ある -0.009

少しある 0.009 0.324⑦ 0.029⑪

あまりない 0.314

朝の目覚め 良い -0.198

まあ良い 0.115 0.313⑨ 0.076⑧

あまり良くない -0.016

排便 毎日ある -0.099

週2-3回ある 0.214 0.313⑧ 0.088⑥

週 1回程度ある -0.014

健康の自己評価 健康 -0.215

まあ健康 0.017

やや不健康 0.475

体型意識 肥満 -0.202

少し肥満 -0.003

ふつう 0.013

少しやせ 0.193

やせ -0.277

0.690③ 0.130④

0.470⑥ 0.074⑯

港)レンジ及び偏相関係数の○数字は,それぞれの順位を示したものである.
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表5に示した説明変数12要因の各カテゴリス

コアから,食物摂取得点の高い方に関連の大き

いカテゴリ,すなわち,負の億の大きいカテゴ

リとしては住居 ｢自宅｣,朝食 ｢毎日食べる｣,

体型意識 ｢やせ｣,性 ｢女子｣,健康の自己評価

｢健康｣などを挙げることができる.一方,食

物摂取得点の低い方に関連の大きいカテゴリ,

すなわち,正の億の大きいカテゴリとしては朝

食欠食,喫煙,健康の自己評価 ｢やや不健康｣,

住居 ｢自宅外｣,食欲 ｢あまりない｣などを挙

げることができる.

Ⅳ 考 察

本報で用いたような簡易質問紙法による食物

摂取頻度調査は,得られる情報がカテゴリカル

であるために,国民栄養調査18)のような詳細な

調査に比べて栄養摂取状況を推定することには

限界があるが,性,年齢に関わらず利用でき,

かなり信頼性の高い回答を得ることができる

と12)言われている.しかし,食物摂取頻度調査

には統一されたものはなく,調査項目数や食品

群別のカテゴリ数も一定していない12)13)19).し

たがって,食物摂取頻度から算出される食物摂

取得点 (｢栄養バランス得点｣とも言われる)

の利用にあたっては,調査に用いられている食

品群やその摂取頻度のカテゴリ化,得点の算出

方法などを理解しておく必要がある.

これまでにも数量化理論を用いて食物摂取頻

度を得点化 (スコア化)した報告12)13)14)19)はなさ

れているが,それらは食品群別に摂取頻度をカ

テゴリ化して説明変数としたものであって,食

物摂取得点を目的変数とし,ライフスタイルの

諸要因を説明変数にして分析したものはみられ

ない.そこで,本報では,食物摂取得点を3区

分して目的変数とする数量化二類11)を用いて分

析した.この数量化Ⅱ類は,目的変数を2つ以

上の項目にカテゴリ化し,サンプルが所属する

グループを判別するための数量化を行うもので,

説明変数が名義尺度の判別分析である.食物摂

取得点は調査に用いた食品群数,各食品群のカ

テゴリ数,得点の重み付けなどによって多様で
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あるが,食物摂取得点と数量化によって算出さ

れたスコア得点は倍の大小関係は比較的よく一

致する12)とされている.したがって,食物摂取

頻度調査の種類や得点に関係なく,得点の大小

に関連する説明変数の関連の度合いを推察する

ことができると考えられる.しかし,数量化Ⅱ

類の場合は母数に対する検定の手法を用いるこ

とができないので,目的変数と説明変数との関

連をx2検定することによって関連の度合いを

推察することも必要である.筆者の作成した食

物摂取頻度調査の食品群は10食品と少なく,食

物摂取得点も30点満点とそれほど高くないこと

から,比較的短時間での調査が可能である.し

かも,小,中学生にも適用14)20)でき,健康行動

や健康意識だけでなく健康状態の指標である自

覚症状の訴え数やCMI健康調査の選択数とも関

連21)がみられたことから,数量化Ⅱ類の適用と

その結果の活用は可能であると考えられる.

食物摂取得点を ｢19点以下｣,｢20-24点｣,

｢25点以上｣に3区分して目的変数とし,ライ

フスタイルの12要因 (計37カテゴリ)を脱明変

数とした分析では最大相関比 (Ⅰ軸)は0.299

となっていた.また,目的変数の区分別サンプ

ルスコアの平均値 (標準偏差)から求めたミニ

マックス判別的中率11)は,｢19点以下｣と ｢25

点以上｣が82.60/Oでもっとも大きくなっていた.

これらのことから,食物摂取得点にはライフス

タイルの諸要因がかなりの度合いで関連してい

ると考えられる.また,関連の大きい要因,す

なわち,各要因のカテゴリスコアのレンジの大

きい要因は,住居,朝食,健康の自己評価,輿

煙,性の順になってお り,これらの要因はx2

検定でも有意の関連がみられたことから,食物

摂取得点に影響を及ぼすライフスタイルの主な

要因と考えられる.さらに,食物摂取得点を低

くする説明変数のカテゴリとして,自宅外,初

食 ｢ほとんど食べない｣,健康の自己評価 ｢や

や不健康｣,喫煙,食欲 ｢あまりない｣などが

挙げられた.一方,食物摂取得点を高くするカ

テゴリとして,自宅,朝食 ｢毎日食べる｣,体

型意識 ｢やせ｣,女子,健康の自己評価 ｢健康｣
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などが挙げられた.このようなライフスタイル

の諸要因が相互に関連しながら食物摂取頻度に

影響を及ぼしていると考えられる.

本分析の結果,食物摂取頻度にライフスタイ

ルの諸要因が少なからず関連しており,しかも,

関連の度合いが違っていることが明らかになっ

たことは,大学生の食生活の改善や健康的な食

習慣の確立をねらいとする学校健康教育に重要

な示唆を与えていると考える.これまでの学校

における栄養指導や食教育は,幼少年期からの

食生活の重要性か ら小,中学校 での学校給

食22)23)を通してその指導の充実が図られている

が,不足しがちな栄養素の摂取を指導すること

に重点が置かれており,健康的なライフスタイ

ルの確立というヘルスプロモーションの視点に

立った健康教育への取 り組みは十分ではなかっ

たと考えられる.このことは,大学生の朝食欠

食,偏食,不規則な食事など学生の食生活上の

問題24)がしばしば指摘されているにもかかわら

ず,その改善がほとんどみられていないこから

もうかがえる.

これらのことから,大学における健康教育の

内容25)として食生活の問題を取 り上げる場合,

食習慣,運動習慣,飲酒 ･喫煙習慣などの健康

習慣,健康意識,住居環境,性などのライフス

タイルの諸要因を相互に関連づけながら,包括

的に取 り上げる必要があると考える.また,大

学生の保健に関する知識の定着率26)は十分では

ないことから,食生活に関する正しい知識を習

得させるような健康教育も必要である.そのた

めには,大学生の健康的なライフスタイルの確

立と自主的な健康管理能力の育成をねらいとし

た健康教育を,大学における教養教育科目とし

て明確に位置づけ,その教育内容を体系化する

必要があると考える.そのことが大学生の健康

行動の実践化を促 し,健康意識を高めるととも

に,健康増進対策や生活習慣病の予防対策とし

ての食生活の改善につながると考えられる.

Ⅴ 要 約

大学生736名を分析対象に,食物摂取頻度に

学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

及ぼすライフスタイルの影響について数量化Ⅱ

類などの手法を用いて分析し,食生活の改善を

ねらいとした大学における健康教育の在 り方に

ついて検討してみた.

結果は以下のとおりである.

1)食品群別の摂取頻度をみると,魚 ･肉の摂

取頻度は高かったが,漁色野菜,果物,牛乳,

海藻類の摂取頻度が低 くかった.性別比較で

は,男子に摂取頻度の低い食品が多かった.

2)食物摂取頻度調査から算出した食物摂取得

点 (30点滴点)を ｢19点以下｣,｢20-24点｣,

｢25点以上｣に3区分して目的変数とし,ラ

イフスタイルの12要因 (計37カテゴリ)を説

明変数とした分析では,相関比はⅠ軸0.299,

Ⅱ軸0.039でⅠ軸が判別に適していた.

3)食物摂取得点の区分別に算出したサンプル

スコアの平均値 (標準偏差)からミニマック

ス判別的中率を求めてみると,｢19点以下｣

と｢25点以上｣の判別が82.6%で最も大きかっ

た.

4)食物摂取得点に関連の大きい要因としては,

住居,朝食,健康の自己評価,喫煙,性など

があげられた.特に,住居と朝食の関連が大

きかった.

5)食物摂取得点を高くするものは自宅,朝食

摂取,やせ,女子,健康などであった.逆に,

得点を低 くするものは朝食欠食,喫煙,やや

不健康,自宅外などであった.

以上のように,大学生の食物摂取頻度は全体

的に低 く,食生活の改善が必要であると考えら

れた.また,大学生の食物摂取頻度には彼らの

ライフスタイルの諸要因が関連しており,その

関連の度合いも違っていたことから,食生活を

改善するためには,健康的なライフスタイルを

確立させる健康教育が必要であると考えられた.
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報 告 英国Hounslowにおける

薬物乱用防止教育プログラムの検討
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lnrecentyears,DrugAbusePreventionhasbecomeoneofthemostimportantissuesfor

Japanesesocietytotackle.EducationforDrugAbusePreventionisoneofthemostfunda-

memtalstrategiesforit.Especially,therearegreatexpectationsforthepreventionprograms

doneatschoolsbecauseoftheireffectiveness.Now,developingmeaningfuleducationpr0-

gramsforpreventingdrugabuseisextremelyurgent.

AIsointheBritishsociety,DrugMisuseisaseriousproblem.DrugEducationhasbeen

recognizedasacriticalelementtotheDrugAbusePrevention,Soithasbeencontinuously

reconsideredtomakeitmoreeffective.Inthisreport,wediscuss"Drugs-InformedChoice

Education(DICE)",offruitsoftheirefforts,aboutitsconcept,itsconstructionandcontents,

andcomparingitwiththeJapaneseNationalCurriculum.

DICEisaDrugEducationProgram,whichtargets7thtollthgradeandSixFormstu-

dents,toacquireknowledgeandtodevelopattitudeandlife-skillsforDrugUse.Itcouldbe

characterizedas:aprogramfortheyouthintheareawhereithasdeveloped;ithasconsis-

tentcontentsthrough5or6years;life-skills,whichstudentsareexpectedtoobtainwillbe

puttopracticeinthelearnlngProcess;theproblemswhichstudentswhoareintheclass

mightfaceineveryday-lifecanbeconcludedinlearningactivitiesasoneofthetopics;basic

methodsandcontentwillbeshownintheprograminstruction,butteacherscanarrangeit

appropriatelytothestudents'needs,learningenvironment,andsoon.

ThesefeaturesalsoareneededtobeconsideredwhendevelopingDrugPreventingEdu-

cationprogramsinJapan.

Keywords:DrugEducation,life-skill,Britain

薬物乱用防止教育,ライフスキル,英国
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1.はじめに

も2002年度 (平成14年度)から施行されている

学習指導要領においては,小学校からの薬物乱

用防止の指導が組み込まれている1).この背景

には,｢第三次覚せい剤乱用期｣と位置付けら

れた,1992年 (平成4年)以来の覚せい剤事犯

による検挙者の増加傾向がある.今期の薬物乱

用の特徴の一つに,中 ･高校生による覚せい剤

乱用事犯の増加が挙げられる2).

この薬物乱用の傾向に歯止めをかけ,薬物の

ない社会を形成することを目指し,1997年 (辛

成9年)に,内閣総理大臣を長とする薬物乱用

対策推進本部が設置された.本本部は,1998年

(平成10年) 5月,｢申 ･高校生を中心に薬物

乱用の危険性を啓発し,青少年の薬物乱用傾向

を阻止する｣ことを目標の一つとする ｢薬物乱

用防止 5カ年戦略｣を策定した.この戦略にお

いては,｢学校等における薬物乱用防止に関す

る指導の充実｣が対策の第-に挙げられている.

文部科学省 (当時の文部省)は,薬物乱用対策

推進本部の目標や教育課程審議会答申 (1998年

(平成10年) 7月)を受けて,1998年 (平成10

年)及び1999年 (平成11年)に改訂された小学

校,中学校,高等学校学習指導要領において,

薬物乱用防止教育の導入,内容の充実を図って

いる3).

このような学校教育における薬物乱用防止教

育の取組みは,諸外国においでも,従前から重

大な課題 となっているものである4).各国に

よって事情は異なるものの,以前から薬物乱用

問題を抱える国々においては,その対応策の中

心に,青少年に対する薬物乱用防止教育の実施

を据えている.

本研究では,日本における薬物乱用防止教育

の一層の充実に資することを目的とし,諸外国

で実施されている薬物乱用防止教育プログラム

の中から,英国における薬物教育プログラム7tl)

の一つを取り上げ,検討を加えた.

英国においては,青少年の薬物問題への対策

が重要課題となっており,政府白書において10
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カ年戦略を掲げている.薬物教育を,よりよい

英国を築くために不可欠な要素の一つとして捉

え,ナショナル ･カリキュラムの中に位置づけ,

地域に根差したプログラムの開発を推進してい

る.

今回取 り上げるのは,London市のHounslow

地区で実際に使用 されている ｢Drugs- In-

formedChoiceEducation (DICE)｣5)である.

このプログラムの対象は,7年生から11年生と,

11年生までの義務教育を終えた後,大学進学の

ためのコース (Sixth Form)6)を受ける学生で

ある.各学年ごとに,5-6の独立した学習の

単位 (theunitsofwork)を組み合わせた5年

間ないし6年間一貫のプログラムとなっている.

DICEは,英国のナショナル ･カリキュラム

に基づき,地域で開発,実践された薬物教育プ

ログラムである.プログラムの開発には,地域

の教育機関にあるPSHEアドバイザリー ･チー

ム,薬物教育の専門家,地域の学校と教師が関

わってお り,また,教材の制作には生徒 も携

わっている.プログラムは,薬物乱用防止に関

連したライフスキルの形成をベースにしており,

Hounslow地区で広 く実践されている.これら

のことから,DICEプログラムの研究は,日本

における薬物乱用防止教育プログラムに有用な

示唆が得られるものと考えた.

2.英国における薬物教育

(1)英国における薬物教育の位置付け

英国では,政府自書 ｢Tackling Drugs To

BuildA BetterBritain｣(1998年4月)におい

て,｢薬物乱用防止のための10カ年戦略｣(以下,

新戦略と略す)を打ち出している.新戦略では,

薬物乱用による損害のない状態を作 り出すこと

により,健康で信頼のある社会を形成すること

を目的としている.新戦略の鍵となる目標に,

｢青少年が社会の中で最大限の能力を発揮でき

るようにするために,薬物乱用に打ち勝つこと

を支援する｣ことが挙げられている.青少年に

対する薬物教育は,この戦略の基礎となると捉

えられている.
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また,英国においでは,日本の学習指導要領

にあたるナショナル ･カリキュラムの中に,秦

物教育を明確に位置付けている.ナショナル ･

カリキュラムでは,最低限の薬物教育として,

科学の学習の中で,学齢に応じて次のような内

容を数えることを要求している7).

(ヨ キー ･ステージ1 (5-7歳):｢医薬とし

ての薬物の役割について｣

② キー ･ステージ2 (7-11歳):｢タバコ,

アルコール,その他の薬物が有害な影響を

もっていること｣
(9 キー ･ステージ3 (ll-14歳):｢アルコー

ル,有機溶剤,その他の薬物の乱鮎 ま,健康

に影響を与えること｣,｢身体の自然な防御力

は,免疫と医薬によって強化されること｣,

｢喫煙が,どのように肺組織とガス交換に影

響するか｣

④ キー ･ステージ4 (14-16歳)｢有機溶剤,

アルコール,タバコ,その他の薬物が身体機

能に与える影響について｣

これらは,学校で教えるべき最低限の内容で

あり,さらに詳細な指導書 ｢DrugEducation:

Curriculum Guidance for Schools｣(教育

省,1995)においては,他の教科での教育機会

提供の可能性についても言及している.ここに,

薬物教育は単に理科の教師によってのみ行われ

るものではないことが明確化されている8).

｢ProtectingYoungPeople-Goodpracticein

drugeducationinschoolandtheyouthserv-

ice｣(以下,DfEE指導書 と略す)は,新戦略

に基づいた青少年に対する薬物教育の指導書と

して,1998年11月に英国教育雇用省 (Depart一

meatforEducationandEmployment:DfEE)

から出された文書である.学校教育,特に義務

教育における薬物教育に言及して作成されてお

り,その対象は,学校,青少年サービス,地域

の教育機関 (LocalEducation Authorities:

LEAs)である9).行政の役割 も記述 されてお

り,薬物教育が学校を基盤とする地域全体での

取組みとして捉えられていることがわかる.

英国における薬物教育は,薬物に関わる問題

学校保健研究 JpnJSchoolHealth44;2002

が発生した時の対応 とも一貫して考えるもので

あると捉えられている.学校は,薬物教育の実

施と同時に,それと矛盾しない,薬物関連課題

に対する方針,対処法を明らかにすることが求

められている.

(2) 英国における薬物教育の手法

欧米諸国においてよく指摘されていることだ

が,現在までに行われてきた脅しによる手法,

単に薬物乱用に関する基本的な知識を教える知

識注入型の手法だけでは,子どもたちの態度変

容を期待できないことがわかってきた経緯があ

る10).英国における薬物教育においても同株で

あり,DfEE指導書では,それまでの薬物教育

の経緯をふまえ,薬物に限定した情報提供など

だけでなく,すべての健康領域にわたって活用

できるライフスキルを取 り入れた教育手法が最

も効果的であると述べられている.学校におけ

る薬物教育についても,ライフスキルに基づい

た継続的なプログラムを,低学年から,子ども

の発達段階のニーズに応じて行うことを求めて

いる.

薬物教育で習得される知識,能力は他の個人

的,社会的,あるいは健康に関する課題に直面

したときに応用できるものを目指す.また,秦

物教育は,学校が中心になるとしても,学校が

単独ですべてを実施するのではなく,地域 (行

政を含む),学校,家庭が-体となって推進す

るものであるというスタンスが明確にされてい

る.｢DFECircular4/95DrugPreventionand

Schools｣には,学校のほか,アウ トサイ ド･

スピーカー,保護者,理事,行政を含む地域の,

それぞれに期待される役割も記載されている.

さらに,生徒の学習は,直接的な教育からだ

けに限られるだけではなく,学校環境と教師の

態度と行動からの影響を受けていること,いわ

ゆるヒドゥン･カリキュラムにも注目し,薬物

教育を行う環境を整備する (学内禁煙,関連事

件の対処手順の規定など)必要性についても言

及している.

(3) 学校に求められる薬物教育

DfEE指導書では,薬物教育を実施するに当
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たって,担当の主任教員と学校,青少年サービ

ス,LEAsがそれぞれ留意する点を挙げている.

学校教育の中で実施される薬物教育プログラム

は,DfEE指導書に記載された,以下の薬物教

育の主任教員と学校に対するメッセージを踏ま

えることになる.

① 薬物教育は,より広範な個人的,社会的ス

キル形成と健康教育 (personaL Socialand

HealthEducations:以下,PSHEと略す)プ

ログラムの一部分として最も良く機能する.

② 教師の役割が中心的である.

(歪 薬物教育は,子どもの年齢と経験に適切な

メッセージを用いて,小学校から始めるべき

である.

④ すべての学校は薬物教育についての方針を

持つべきである.

⑤ 学校は,薬物教育プログラムと方針を作 り

上げていく過程において,これに関心を持つ

グループから幅広く意見を聞くべきである.

⑥ トレーニングとサポートは不可欠である.

｢薬物教育は,より広範なPSHEプログラム

の一部分として最も良く機能する｣というのは,

薬物教育が単に薬物乱用防止目的のみならず,

そこで学習したことが薬物に関する課題以外の

個人的,社会的,または健康に関する領域にお

いて活用できるようになることを目指している

ことを明確化していると考えられる.

(4) 新戦略に基づく学習により,子どもたちに

獲得が期待される能力

学校における新戦略に対応する薬物教育に基

づく学習により,子どもたちが獲得することが

期待されているのは,薬物に関する知識のほか,

以下のような能力である.

① セルフエステイームの向上

② 情報に基づく選択と決定能力

③ 個人的主導性の発達と責任能力

④ 個人的スキル,自己と他者の中にある特性

の認識

6) 人間関係の維持,促進能力

⑥ 自信を持つ

⑦ 状況に適した自己主張能力

⑧ 成功への動機付けができる

これらのスキルや態度は,個人的,社会的発

達のすべての領域に関係するものである.新戦

略に基づく薬物教育プログラムは,以上のよう

な知識,スキル,態度を獲得することを目指し

て開発されることになる.ライフスキルの形成

は薬物教育プログラムに採 り入れられるのだが,

それによって習得される知識や能力は,薬物問

題以外の個人的,社会的,または健康に関する

課題に直面したときにも応用できるものである

ことが目指されていることが,ここでも明記さ

れている.英国において,薬物教育は,単に薬

物乱用防止だけを目的とするのではなく,最終

目的を ｢ToBuildABetterBritain｣に据え,

力点を置いて取 り組むべき重要課題の一つとし

て捉えられていることは明らかである,

3.Drugs-Informed Choice Educa-

tion(DICE)の基本的位置付け

DICEは,1998年に政府が発表した薬物対策

の新戦略を受け,英国London市のHounslow地

区で開発され,使用されている薬物教育プログ

ラムである.本プログラムは,新戦略で効果が

期待されている,ライフスキル形成の教育に基

づいて組み立てられている.ナショナル ･カリ

キュラムにも対応し,政府の葉物対策の方針へ

の地区の対応のひとつであることは,DfEE指

導書やナショナル ･カリキュラムを基本資料の

一部としていることからもわかる.

Hounslow地区においては,以前か ら,小学

生に対する薬物教育プログラムとして,｢Drug

Education ln Primary School lnitiative

(DIPSI)｣を実施 していた.DIPSIは,発達過

程,ライフスキル形成と知識教育の両方に基づ

いた手法を用いたプログラムである.DICEは,

DIPSIの成功を受け,その手法を取 り入れて

secondaryschool向けに開発されたプログラム

で,DIPSIと同様,ライフスキル形成に基づい

た手法を通して,薬物に関する知識と理解の形

成を目指している.これは,DICEが,政府の

薬物対策の方針を受けて実施されるものである
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ことを,裏付けるものである.

DfEE指導書で,薬物教育は地域全体での取

組みであることが明確化されている.DICEは,

地域の教育機 関にあるPSHEのア ドバ イザ

リー ･チームが管理するプロジェクトであり,

地域の健康教育専門家グループの支援を受けて

いる.また,薬物問題に対する支援組織の紹介

を含め,薬物に関する情報にアクセスする窓口

となる,地域,国の組織の紹介も資料に含まれ

ている.DfEE指導書の薬物教育の主任教員と

学校に対するメッセージに,教師に対する ト

レーニングとサポー トが重要であることが述べ

られている通 り,DICEプロジェク吊こおいて

ち,教師に対するトレーニングが,PSHEなど

で準備されている.

DICEプログラムの開発 にかかる,本プロ

ジェクトの目的は,以下の通りである.

① 7年生からSixth Formまでの発達プログ

ラムを提供する.

② 教授と学習の良い実践を支援する.

③ 地域と国の研究に,十分に基づいている.

④ 青少年の視点を考慮に入れる.

⑤ 柔軟で,かつ教師にとって取り組みやすい.

⑥ 青少年の能力,文化,宗教的背景,社会的

経験,性差による様々なニーズを認識する.

⑦ ナショナル ･カリキュラムの必要条件と指

導に適応する.

⑧ すべての学校が,健康な学校になることを

支援する.

4,DICEの構成

(1) プ臼グラムの構成

DICEプログラムは,義務教育である7年生

から11年生までと,SixthFormの生徒を対象

にしている.これらの学齢は,ナショナル ･カ

リキュラムにおける薬物教育では,キー ･ス

テージ3,4にあたる.

各学年のプログラムは,｢学習のユニッ ト

(theunitsofwork)｣と呼ばれる,5-6の

独立した単元で構成されている.全ての学年に

おいて,薬物に関する生徒の知識と理解,態度,

学校保健研究 JlulJSchoolHealth44;2002

スキルを明らかにするためのニーズ ･アセスメ

ントおよび各学年における教授 ･学習の評価が

含まれる.各年度の学習は,｢ニーズ ･アセス

メント｣から始まり,｢生徒の評価 (Student/

Pupilevaluation)｣で終わる.

｢学習のユニ ッ ト｣は,7-11年生,Sixth

Formまでを一貫して構成される.学習内容は,

基本的な薬物の定義から始まって,義務教育が

終わる11年生までに,薬物に関する一通りの知

識と,薬物使用に関わって,個人的,社会的に

責任をもって行動するためのスキルの獲得を目

指す.進学を目指す生徒のためのSixtb Form

においては,さらに,薬物使用の社会的影響の

具体的な知識の獲得と,個人的な責任に加え,

問題を抱える他者-のサポートのためのスキル

の獲得も目指す.7年生から11年生,さらには

Sixth Formまで,習得,獲得が期待される薬

物に関する知識と理解,態度,スキルと,生徒

の発達を一貫して考慮した構成となっている.

各学年における学習の進行 (学習のユニットの

テーマ)については表1に示す.

各 ｢学習のユニット｣は,学習目標達成のた

めのいくつかの活動を組み合わせて構成される.

学習活動の中心は,ディスカッションと生徒の

意見を聴くことである.

(2) DICEプログラムで提供される資料,教材

本プログラムの基本的な教材は,DICEプロ

ジェクトによって提供される.筆記用具や白紙

の用紙など,学校で簡単に準備できるものを除

き,必要な教材は一通りプロジェクトが作成し

たA4サイズのBoxにまとめられており,基本

的な活動は特別の準備なく学習が進められるよ

うになっている.Boxに含まれるものは以下の

とおりである.

① DFECircular4/95DrugPreventionand

Scbools(教育省,1995年4月)

② DfEE P̀rotectingYoungPeople:Good

practiceindrugeducationinschoolsand

theyouthservice'(教育雇用省,1998年11

月)

③ scAA/DFECurriculum Guidance(教育
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表 1 DICEの各学習のユニットのテーマ
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L

コ

氏

余

｣

軒

よ

り

.9

.g

1d

1l

育

unit 7年生 8年生 9年生 10年生 11年生 SiXthForm

1 Needs Assess-Needs Assess-Needs Assess-Needs Assess-Needs Assess-Whatwentwrong?ment meれt ment meれt meれt 何がよくないの

必要性の評価 必要性の評価 必要性の評価 必要性の評価 必要性の評価 か?

2 Whatisadrug?DrugClassific-MythsandSte-HardfactsonDrugsandbodyBegin at the薬物とは何か?at10nS reotypes harddrugs image beginnlng

薬物の分類 神話とステレオタイプ 強い薬物の厳しい現実 薬物とボディ.イメージ 初めから始める

3 DrugsasMedi-AnalgesicsandⅠnfluenceson DoublestandardsPersonalSafetyWhoisthevic-

cines Hallucinogens behaviour 二重規範 個人の安全 tim?

医薬としての薬敬 鎮痛剤と幻覚剤 行動へ影響 犠牲者は誰か?

4 Legaldrugs StimulantsandHowcanwehelp?Reasonsforta-DrugandPer-Studentassess-

合法的薬物 depressants どうすればよい kingdrugs sonalSafety ment

興奮剤と抑圧剤 か? 薬物使用の理由 薬物と個人の安全 生徒の評価

5 PupileValuationLegalstatusofWhocanhelpus?Studentevalu-Studentassess-StudenteValu-
生徒の評価 drugs 誰が助けになる ation ment ation

薬物の法的位置付け か? 生徒の評価 生徒の評価 生徒の評価

省,1995年5月)

④ DICEHandbookforTeachers

⑤ 学習のユニット,ワークシー ト,情報シー

ト,ポスターが入ったA4FOLDER

⑥ 薬物情報のCD-ROM 2枚

(む 薬物に関するカー ドゲーム 6セット

それぞれの学習のユニットは,A4サイズの

シー ト1枚,1ページで説明される.これは教

師のための指導シー トで,教師が活動を進める

にあたっての基本的な指導内容が示されている.

各学年の学習のユニットのはじめには,1ペー

ジにまとめられた,学習を始めるにあたっての

教師への注意書きが挿入されている. 2ページ

目から,実際の活動についての指導内容が示さ

れる.示されている内容は,教授目的,学習目

樵,活動に必要な教材 ･教具など (Resources),

活動の内容と方法,進め寿,留意点である.各

ページの最下部には,教師のメモのための欄が

設けられている.これは,学習の進行に応じて

教師自身が気付いたこと,次回の学習のための

留意点などを書き込むことを目的に配慮された

ものである.

教師はこの学習のユニットの指導シー トを複

製し,自由に書き込みをしながら利用すること

が推奨されている.各学習活動に関連して生徒

がワークシー トを使用する場合には,生徒用の

ワークシー トの形式も添付されており,それを

必要な枚数分を複製して利用できるようになっ

ている.ワークシー トが準備されている場合に

は,指導シー トの教材 ･教具の欄にワークシー

トのナンバーが示されている.正答や模範解答

が可能なワークシー トには,教師用として,正
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答,模範解答を示すシートが準備されている.

学習の進行は教師がクラスや生徒の状況に合

わせて行うことが前提だが,指導シー トには,

基本的な学習活動の進め方が説明されている.

学校や学級の状況によって選べるオプションの

あるものや,それぞれの状況に適した工夫の必

要が考えられるときには,その一例なども示さ

れている.薬物教育に費やせる時間や生徒の能

力や態度などの条件により,時間的な考慮の必

要があること,いずれの活動においても討論と

生徒の意見を開くことが最重要であることなど

が随所に示されており,教師がフレキシブルに

学習を進められるよう,細やかな配慮がなされ

た指導内容となっている.

(3)ゲス ト･スピーカーについて

薬物教育は地域との連携の中で進めるため,

DICEプログラムの中では,学級,学校外から

のゲス ト･スピーカーの参加が適当とされる活

動も含まれている.Hounslow地区では,学外

の専門家が学校での薬物教育に参加するにあ

たっての指導書,｢WorkinginSchools-multト

agencyinductionmaterialsfordrugandalco-

holeducation｣を作成しており,本プログラム

の中でも活用することを勧めている.この指導

書は,DICE,DIPSIと同様,英国の薬物乱用防

止戦略に対する地域の対応のひとつである.担

当教師以外が直接に薬物教育に関わる場合には,

この指導書を利用することが奨励されている.

また,プログラム教材の中でも,学外からのゲ

ス ト･スピーカーを依頼するにあたって満たす

べき留意点を以下のように挙げている.

(∋ 訪問の目的と期待できる結果

(参 教授内容と薬物教育プログラムにおける位

置付け

③ 関わる生徒の年齢,レベルに適したゲスト

であること

④ 学校の薬物についての方針を理解し,その

関連の中での活動を希望するゲス トであるこ

と

6) よく認識された組織のメンバーであるか,

学校の教職員により保証されているゲストで

学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

あること

これらのほか,授業にゲストを呼ぶときには,

担当教師とゲストが事前に十分に打ち合わせを

しておき,授業中もゲス トに任せきりにせず,

教師の責任において授業を勧めることがはっき

りと示されている.学校における薬物教育の中

心は,直接生徒たちと関わる教師であるという

国の薬物教育の方針は,ここにも明確に盛 り込

まれている.ゲス ト･スピーカーの参加に関し

ては,政府から出されている指導書にも留意点

が挙げられている.

新戦略において,薬物教育の中心は教師であ

るとされている通 り,DICEプログラムにおい

ても教師が学習進行の中心となっている.こう

した教師の役割を円滑に進めるため,プロジェ

クトでは教師のための トレーニングも行ってい

る.

5.学習活動

DICEプログラムの活動の中心は,討論と生

徒の意見を聞くことにおかれている.すべての

学習のユニットに,発表や討論,ブレーンス

トーミングの時間が設定されている.特に年長

の生徒においては,生徒の討論が重視され,創

造性,チームワークを活かした討論の促進や進

行の方法を探ることが重要であると考えられて

いる.

全ての青少年が薬物教育を受けることは政府

の方針でもあるが,DICEプログラムでは,敬

育上の特別のニーズがある子どもも本教育プロ

グラムの対象者であることが確認されている.

この点に関しては,本プログラム開発途上にお

いても検討されているということである.基本

的なプログラムを,生徒のニーズに合わせて工

夫することで対応することが求められている.

薬物に関する情報は,信用のできるものを適

切な方法で収集することが原則である.DICE

プログラムにおいても,この点については慎重

に取 り扱うこととしており,信用のできる情報

を収集するためのルー トや方法についても紹介

されている.しかし,社会の薬物問題に関して



森脇ほか :英国Hounslowにおける薬物乱用防止教育プログラムの検討

は,学習課題を学習者の身近に設定する必要も

あり,できる範囲で生徒の日常生活の中から情

報の提供を受けるようにするとしている.この

とき,学習環境の基本的なルールが必要となる

ほか,流行語や俗語を使用して提供された情報

は,即時,専門的な言葉に訂正され,学習環境

の維持を図る配慮が必要であるとされている.

(1)学習活動の基本的ルール(GroundRules)

DICEプロジェクトでは,討論や意見表明を

学習に取り入れるにあたり,学習環境として,

事前に,学習活動の基本的なルールの設定が不

可欠であるとしている.基本的ルールには,情

報公開 (Disclosure),守秘性 (Confidentiality),

慎重さ (Sensitivity)が含まれる.1つ目の情

報公開では,教師,生徒共,個人情報の公開を

強制しないこと,2つ目の守秘性では,一度公

開された情報の秘密は守られる保証はないこと

を,ルールとして確認する必要があることを挙

げている.3つ目の慎重さに関しては,学習で

扱う課題は,青少年が生活の中でそれらと同じ

ような状況に直面している可能性があるので,

慎重に取り扱うというルールである.そして,

最終的には私たちは自ら自分の決定をしなけれ

ばならないことを強調している.

(2)学習活動の方法

各学年の学習活動は,ニーズ ･アセスメント

から始まる.ニーズ ･アセスメントは,これか

ら学習をする生徒の,学習集団としての知識と

理解,スキル,態度を評価するための活動で,

すべての学習を始める前に実施されるものであ

る.このニーズ ･アセスメントの結果により,

教師がプログラムに設定されている学習活動を

いかに生徒の必要性にあわせるか,具体的な進

め方が検討される.

各学習のユニットは,独立した単元としてプ

ログラムされており,いくつかの活動によって

構成されている.討論やブレーンストーミング

などのほか,ゲーム形式のもの,ワークシー ト

を利用するもの,調べ学習,ロールプレイ,発

表などの形式が採りいれられている.学校内外

の専門家にゲスト･スピーカーとして参加して
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もらい,直接情報を得ることが適切な活動も組

み込まれているが,講義形式の学習は少ない.

各学年の学習活動は,生徒の評価 (Student/

PupilEvaluation)によって締めくくられる.

これは,生徒がどれだけ学んだか,どの教授方

法が最も適切だったかを評価するためのもので

ある.この評価は,生徒個人の学習評価である

と同時に,将来の学習に活かすための教授の評

価でもある.

この評価活動にも,直接生徒の意見を聴くだ

けでなく,生徒同士で知識を試すためのクイズ

やゲーム作 りなど,生徒主体となる活動が含ま

れている.ポートフォリオのような個人的な学

習の記録を残すもの,ワークシートなど,多様

な評価活動が行われる.

DICEプログラムは,最終的に,生徒が薬物

に対する正しい知識と薬物乱用に対する適切な

行動がとれる能力の習得を目指している.この

目的に照らして考えると,生徒の評価は,そう

した知識と能力の習得が支援できたかを問うも

のであり,教授の評価とあわせ,教授方法に対

する適切性と将来への創意工夫を促すための意

味合いが強い活動であると思われる.

英国の義務教育は,通常,11年生で終わる.

DICEプ ロ グ ラム は,7-11年 生 及 びSixth

Formを対象としているが,義務教育の終わる

11年生のカリキュラムで区切りがつけられてい

る.11年生のカリキュラムには,生徒の評価の

前に7-11年生での学習の総括が行われる.坐

徒が授業の中で習得しきれなかった事柄や教授

から抜け落ちた項目はないかをチェックし,補

充するためのカリキュラムとして組み込まれて

いる.

(3)学習内容

学習内容は,薬物に関する知識と理解を進め

ることと,ライフスキルを習得することの大き

く2つを目指して組み込まれている.

薬物に関する知識と理解に関しては,薬物の

定義に始まり,医薬品の定義と取り扱いについ

て,薬物の分類と法的位置付け,合法的薬物,

非合法薬物,薬物の個人的 ･社会的影響,薬物
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に関する神話やステレオタイプ,ダブル ･スタ

ンダード,薬物問題に関する支援機関,医療の

専門家の役割などが含まれる.

スキルの習得に関しては,薬物の使用に関す

る決定にかかわるものが中心に捉えられている

ようである.薬物に関する情報収集能九 意志

決定の影響や結果を見通す能九 自己責任能九

コミュニケーションや人間関係に関する能力な

ど,薬物の使用に抵抗するための能力のほか,

自分や知人が薬物問題を抱えた場合の対処のた

めの能力の習得が目指されているようである.

各学年の学習目標は,衷 2に示す.

6.考 察

英国における薬物教育は,薬物に関する知識,

理解の進展と薬物問題に対処するスキルの習得

を目指している.対して,日本における薬物乱

用防止教育が目指しているのは,学習指導要領

によると,｢喫夕乳 飲酒,薬物乱用などの行為

は,健康を損なう原因となること｣(平成10年

版小学校学習指導要領)1),｢喫煙,飲酒,薬物

乱用などの行為は,心身に様々な影響を与え,

健康を損なう原因となること｣(平成10年版中

学校学習指導要領)ll),｢薬物乱用は心身の健康

などに深刻な影響を与えることから,行っては

ならないこと,また,医薬品は正しく使用する

必要があること｣(平成11年版高等学校学習指

章要領)12),及び,心身の健康 と健全な生活態

度や習慣の確立である.また,｢薬物乱用防止

五カ年戦略｣では,｢単に薬物に対する知識を

教えるだけではなく,現在及び将来にわたって

薬物乱用は自分のために絶対に行うべきではな

いし,社会的にも許されることではないという

規範意識を身につけさせるという観点に立って

指導の充実を図ることとする｣とされている.

英園の薬物教育と日本の薬物乱用防止教育の観

点は似通っており,日本におけるプログラム開

発の参照とすることは,意味があると考える.

(1)DICEの特長

ここでは,日本における薬物乱用防止教育に

示唆を与えるものであると考えられる,DICE

学校保健研究 JpnJSchoolHealth44;2002

の特長について考察する.

1)地域で開発された,地域の青少年のための

プログラムである.

DICEは,学校が中心となって実施される薬

物教育プログラムであるが,英国政府の薬物対

策の方針にのっとって,その学習が行われる地

域の教育機関により作成されたプログラムであ

る.学校独自で取り組むのではなく,かといっ

て,中央行政で対応せよというのでもない.也

域で検討,作成されていることから,プログラ

ム自体に,個々の地域特有の社会状況を考慮す

ることが可能となっていることが考えられる.

薬物教育を地域の課題としてとらえ,地域の取

り組みとして学校を薬物教育の中心に据えよう

としているところは,日本の薬物乱用防止教育

でも考慮するに値する基本姿勢ではないかと考

える.

基本姿勢だけでなく,具体的には,薬物に関

する情報-のアクセスや,薬物に関する問題を

抱える場合には支援を受けられる,地域の機関

についての情報なども考慮されている.薬物教

育を円滑に推進するためのネットワーク作 りの

ようなものも同時並行的に進められていると推

察できる.

2)5-6年間を通して,一貫したプログラム

構成である.

DICEプログラムは,5ないし6年間を一貫

したカリキュラムとして設定されている.生徒

は,毎年一定量の薬物教育を受けることになる.

壁徒は,毎年,薬物についての知識や理解を増

加できるだけでなく,以前に学習したものにつ

いて再認識するとともに,最新の情報を得る機

会を保証されることになる.また,学習機会の

増加により,スキルのトレーニングの機会が増

えることも期待できる.ライフスキルは,一朝

一夕に獲得できるものではなく,その獲得には,

具体的な課題設定の中で繰 り返し練習する必要

があると考えられる.薬物問題に対処するスキ

ル,態度の習得や,薬物に関する正確な情報収

集をしたり,薬物使用の影響や結果を考える習

慣を身につけることを考えると,毎年薬物につ
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表2 各学年の学習目標

7年生
･薬物
･人々

物
物

薬
薬

の
の
が
に

標
知

=
一γ)

国
益

学
走
なぜ薬物を使うのかについて考える
はタイプがあることを理解する.

利用の効果とリスクに気付く

興奮剤と抑 制剤の身体に対する肯
悪いことをさせる圧力に対面した
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･医薬の範囲に気付く,
･医薬の安全な使い方のルールを知る.
･全ての薬物は,たとえ社会的に受け入れられている合法的な薬物であっても影響があり,使い方を間違うと害
をひき起こすことを理解する.

･タバコ,アルコール,有機溶剤についての事実を知る.
･合法的な薬物の利用に関わるリスクを認識する.
･これらの薬物を使用したくないときに,その圧力に抵抗するためのスキルを身につける.

8年生の学習目標
･幅広く様々な薬物の名前 (俗称を含む)と分掛 こついて知る.
･4つの主要なグループの分類を理解する.
･いくつかの特定の薬物について,例えば合法性,影響,リスク,外観等の組み合せた情報を手に入れる.
･鎮痛剤と幻覚剤の特性についての知識の増加
･鎮痛剤と幻覚剤が身体に与える影響の理解
･様々な困難な状況に対処するスキルの発達
･興奮剤と抑制剤の特性とそれらの違いについての知識を増やす.

的
き

定
と

さまざまな薬物についての法的位置付

克
己
つ

否
白
に

ーの
け

的
主

影響を理解する
張を考える.

いて知る
･法律を無視することの結果,法律を破ることに費任を負えるかについてよく考える.
･薬物利用の個人的社会的影響に気付く.
･学校における薬物対策の必要性を知り,尊重する.

9年生の学習目標
･薬物についての基本的な事実を知り,一般的な神話を訂正する.

と偏見の影響を理解することと
偏見の

ステレオタイプに陥る
ステレオタイピング,
他人を信用する影響について考える.
薬物についての基礎事実,処方薬の使い間違いの危険性,基本的な応急処置の手順を知る.
リスクをおかす個人的なコスト,法律を軽視する影瓢 リスクをおかす行動の開始が他者にとってどれほど問
題となるかについてよく考える.
援助を得られる場所を知る.
援助を提供する機関に気付く.
機関以外からの援助の形式についてよく考える.

10年生の学習目標

圧力に抵抗する
他者の反社会的
グループのほか

行動への影響を理解する

非合法薬物とその影響,それらの使用の結果についての知識を増やす.
楽しみのために薬物を使う利益とコスト,薬物使用者と凍供者に対する個人的態度,法を無視する結果,正し
いか間違っているかということはいつも明白ではないということについてよく考える.
社会に通用しているダブルスタンダードについてふりかえる.
自分自身の行動に賓任を嘩?些要性,夢窓決定をする際の選択肢と長短期的影響についてよく考える.

ための自己主張スキルを発達させる.
行動に立ち向かう,薬物利用者に対する個人的態度についてよく考える.

かの人たちに考えを述べる

11年生の学習
･気晴らしの と益利の用利物薬の

標
め

目
た

な理由により薬物を利用するであろ
リスクをとることの概念とリスクの

コ
う
株

､卜
と

ス
こ

薬物利用者と提供者に対する個人的態度,社会の全構成員が様々
こついて,よく考える,

々なレベルを理解する
･意志決定をするときに選択肢と長短期の影響について熟考する.
･どうやって自分の行動と安全に資任を持つかをよく考える.
･薬物利用に関わるリスクについてよく考える.
･自身の薬物の知識についてよく考え,すべての誤解や欠けている点を訂正する.

SixthFormの学習目標
･楽しみのために薬物を使う選択と長期的,短期的影響について話し合う.
･楽しみのための薬物使用の利点とコストについて考える.
･アルコール,薬物に関する,個人,近親者,社会に対する一般的な潜在的リスクを評価する.
･他者の反社会的行動に挑戦する.
･社会的,環境的課題についてバランスのとれた根拠のある議論を形成する.
･グループの一員として働き,自身をもって意見を言う.
･他者の反社会的行動に挑戦する.
･楽しみのための薬物に関して,社会へのコスト,法律への態度についてよく考える.
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いての学習を繰り返すことは有意義であると考

える.

それぞれの学年で薬物教育の担当者が変わっ

た場合でも,各学年で取 り扱 う学習内容が決

まっていれば,同じ内容を重複して教授するこ

とを防ぐことができる.また,生徒のニーズに

より重複する場合でも,あらかじめ重複である

ことを認識し,復習としての位置付けを明らか

にすることができる.特別の理由なく同じ学習

を繰り返すことは,生徒の学習に対する関心や

集中力の減少につながることも考えられる.学

年を超えて一貫した学習内容を設定することは,

他の教科では既に実施されていることである.､

薬物乱用防止教育においでも,数年にわたって

プログラムを設定するのであれば,こうした配

慮は当然必要となることであると考える.

3)形成が期待されるライフスキルを実践しな

がら学習を進める.

ロールプレイングや討論などの学習活動は,

シナリオなどの具体的な場面設定の中で,当事

者の立場に立つという想定の下で行われるもの

である.この経験は,つまり,意志決定や自己

主張のスキル行使を擬似体験するものである.

DICEプログラムにおいては,こうしたスキル

の実践を通した学習方法が,学習内容のほとん

どを占めている.日常生活の実場面でこれらの

スキルを行使するためには,スキルの使用に慣

れておくことが必要だと思われる.学習活動の

中で繰り返しスキルを実践するという学習方法

を徹底していることは,ライフスキルの獲得が

薬物教育の中に占める期待の高さを表している

と思われる.

4)生徒に身近な課題を,学習活動に取り入れ

ることができる.

プログラムの学習活動の中で,生徒自身が

ロールプレイングのシナリオや薬物に関する課

題などを創造するなど,生徒の生活に身近なと

ころから,学習のトピックを採 り込むことが期

待されている.学習課題を生徒の身近なものと

する努力が現れていると考えられる.地域の社

会状況に合ったプログラムで,身近な課題から
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学習することにより,学習効果が実生活に活か

されることを目指していることがうかがえる.

これら,身近な課題を設定した学習や,教師,

生徒,社会の状況に合わせた学習の設定は,日

本における薬物乱用防止教育においても参考に

できる具体例と考えられる.薬物乱用防止教育

の効果として期待されることは,学習の効果が,

生徒の実生活の中で活かされることである.特

にライフスキル形成においては,知識や理解が

実際の行動に反映され,習得したスキルを実践

できることが学習の目標となる.最新で信用の

できる情報に基づき,実際的で具体的な設定の

課題で学習することは,その目標を達成するの

に役立つと考えられる.

5)基本となる学習の進め方が示されているが,

生徒や社会の状況に応じた工夫が可能である.

このプログラムは教師が薬物教育を行うにあ

たっての具体的な指導書ともいえるものである.

教師が生徒と向き合うにあたり,学習環境や生

徒の状況に合わせてフレキシブルに対応できる

ように,活動の選択肢が準備されていたり,注

意書きが添えられたりしている.また,教師に

対するトレーニングも準備されており,薬物教

育の専門の教師でなくても,薬物教育に取り組

めるように配慮されている.教師にとって指導

しやすく,フレキシビリティのあるプログラム

の提供がプロジェクトの目的のひとつとして挙

げられている.これらの配慮から,プログラム

作成にあたり,プロジェクトが教師,生徒,礼

会のそれぞれの状況,及びその変化に対応する

ことを重要な課題にしていたことがうかがえる.

各学年の学習の最後に生徒の評価が行われるの

は,このプログラムが,常に状況により適した

もの-と改善されていくものであるという意識

の表れであろう.

DICEプログラムでは,毎学年の学習の始め

にはニーズ ･アセスメントが,学習の最後には

生徒の評価が設定されている.薬物教育は,薬

物問題に関してスキルを実践できることを目指

すものである.そのためには,学習者の状況に

合った内容,レベル,方法の学習を設定する必
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要がある.ニーズ ･アセスメントにおいて評価

するのは,学習に臨む学習者の薬物に関する知

識,理解,態度,スキルである.教授にあたり,

これからともに学習を進める生徒の状況を知る

ことは,その後の学習を有効なものとすること

に役立つと考えられる.こうした配慮も,日本

における薬物乱用防止教育を実効あるものにす

るために役立つものではないかと考えられる.

今日の日本における学習観の考え方の一つに,

状況的学習論がある13).学習は文脈依存の環境

の中で行われるというものである.佐伯は,状

況的学習論に基づき,｢共同的な学び｣を提案

している.学習が子どもたちの生きる力となる

ためには,共同的な学習の場における学習の設

定が重要となるといわれている.

DICEプログラムは,生徒に身近な課題を設

定し,それらの課題に対処するという文脈の中

で,実際に必要なライフスキルを実践しながら,

学習を展開する.その学習は,他者とのかかわ

りの中で,コミュニケーションを媒介としなが

ら行われている.DICEは,共同的な学びの場

を提供するプログラムであるといえる.この点

からも,DICEのような学習方法は,薬物乱用

防止教育のあり方として期待できると考える.

DICEで用いられている学習活動は,日本にお

ける学習活動の設定に示唆を与えるものである

と考えられる.

(2) 日本の薬物乱用防止教育への示唆

英国における薬物教育,および,DICEに関

する考察から,日本の薬物乱用防止教育に与え

る示唆は,総括的に,以下のようにまとめるこ

とができる.

･薬物乱用防止を目指す教育は,薬物に関する

知識,薬物乱用に対する規範意識,態度,響

慣の確立だけでなく,問題に直面した時に必

要な対処スキル (ライフスキル)形成にも力

を入れるべきである.

･ライフスキルは,想定される具体的場面での

実施を模擬的に経験する中で形成される.そ

のため,継続的な見通しを持った学習を構成

し,ライフスキルの形成に十分な時間的配慮
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が必要である.

･学習を生徒自身のものとするためには,学習

課題は生徒に身近なところから,ニーズに合

わせて設定し,共同的な学習の場を提供でき

るものであることが重要である.

･教師個人の資質を問うのではなく,行政を含

め,すべての大人が薬物乱用防止教育に関

わっているというスタンスに立ち,共同で進

める教育プログラムを構築することが有効で

ある.

･スモーク ･フリー,学習活動の基本的ルール

の設定等,薬物乱用防止教育の促進に寄与す

る学習環境を整備することが不可欠である.

日本学校保健会が作成した小学校,中学校,

高等学校向けの 『新訂 喫煙 ･飲酒 ･薬物乱用

防止に関する指導の手引き』には,指導内容と

してライフスキルの形成を挙げている14-16).ラ

イフスキルの学習は,日本の薬物乱用防止教育

においても重視されている.ライフスキル形成

を基盤とするDICEプログラムにおいて,薬物

教育に十分な時間的配慮がなされていることや,

学習課題を生徒に身近なところからニーズに合

わせて設定されていること,共同学習を取り入

れていることなどは,日本において薬物乱用防

止教育のプログラムを開発する上での参考とな

ると考えられる.

また,DICEプログラムは,英国の薬物教育

の方針に従い,学校と地域が共同して薬物教育

プログラムの開発と実践に取 り組んでいるもの

であ り,プログラム実践者の トレーニ ングや

フォロー ･アップ,学外からの指導者の受け入

れなどについても検討され,方針が示されてい

た.プログラムを共同で進めることは,青少年

に対して一貫した態度や価値観を示すことにも

つながる.学校内のスモーク ･フリーや基本的

な学習のルールの設定などの学習環境と同様に,

青少年の態度や価値観の形成にも影響を与える

ことが考えられる.

特に,英国の薬物教育が,学校内の禁煙や薬

物問題に対応する場合の学校の方針などとの一

貫性を重視していることは,日本の薬物乱用防
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止教育を考える上で,注目すべき点である･日

本の学校が専門家や地域と連携して薬物乱用防

止教育を促進しようとしていることに対しても,

英国の薬物教育の方針やDICEプログラムは,

参考となると考えられる.

尚,日本の薬物乱用防止教育において比較的

重視されている,薬物乱用とス トレス対処との

関係性に言及 した学習活動17~19)は,DICEプロ

グラムにおいてはあまり注目されていなかった･

ス トレス対処はライフスキルにも関わる課題で

ある.DICEのような薬物乱用防止教育プログ

ラムを日本に導入する場合には,ス トレス対処

に関する学習について別途検討する必要がある･

また,ライフスキル教育には系統性があり,

基本的なライフスキルの形成から段階的に学習

を進める必要があるといわれている20)･DICE

は,今回検討していない小学生向けの薬物教育

プログラムDIPSIを基にして開発されたもので

ある.日本の教育における薬物乱用防止教育プ

ログラムを開発する場合には,薬物乱用防止教

育とライフスキル教育の関係についても検討す

る必要があると考える.

7.終わりに

英国における薬物教育への取組みは,薬物に

対する知識や健康に関する認識の獲得と同時に,

関連のライフスキルの形成,強化,また,学校,

家庭,地域の連携の推進など,日本の薬物乱用

防止教育の観点と共通するところが多い･実際

に,地域の青少年のためのプログラムが開発,

実施されており,さらに詳細で具体的に検討さ

れていることが窺えた.

英国と日本の薬物乱用をめぐる社会状況には

大きな違いがあり,英国における薬物乱用の問

題は,日本における状況よりも深刻であること

が窺われが ま'.また,DICEが英国の薬物教育

の方針に基づいて地域で開発,実施されている

ことからもわかる通 り,教育を支える体制も大

きく異なる.そのため,いくら効果が認められ

ている薬物教育プログラムであっても江3),英国

で用いられているものをそのまま日本に持ちこ
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むことは難しいと考えられる.また,DICEプ

ログラムをそのままの形で日本の薬物乱用防止

教育に導入することはできないと考えられる･

しかし,今臥 DICEプログラムの検討の結果,

その考え方や薬物乱用防止教育のための組織づ

くりなど,学ぶべき点,考慮すべき点は多数あ

ると考えられる.

注

注1)日英の語句の違い

英国において,日本の薬物乱用防止教育に

あたる言葉は,薬物教育 (Drug Education)

である.また,drug abuse(薬物乱用)の代

わりに,drugmisuse(薬物誤用)を用いてい

る21).本稿においでは,日本における薬物乱

用防止教育についてはこの語を使うが,英国

におけるものについては ｢薬物教育｣の語を

用いる.薬物乱用については,英国,日本に

共通して ｢薬物乱用｣の語を用いる.

注2)吉本らの研究は,英国の11-15歳の青少年

の34%,20-25歳の550/Oが,一皮でも薬物を

乱用したことがあることを報告している21)･

これに対し,日本の覚せい剤,麻薬及び向精

神薬,大麻乱用による少年の検挙数は,1,246

人 (平成12年度,覚せい剤 :1,137人,麻薬及

び向精神薬 :7人 大麻 :102人)である22)･

また,DICEプログラムで取り扱う薬物名は17

に及び (アルコール,タバコを含む･有機溶

剤は1と数える.),ロールプレーイングなど

の場面設定では,森で遊んでいてマジック

マッシュルームを見つけた,学校のダンス

パーティーで注射をしている人を見かけたな

ど,身近で具体的な内容を取り扱っている･

注3)小学生向けに開発された薬物教育プログラ

ムであるDIPSIが効果的であったことから,そ

の教育方法を受けてsecondary schoo涌 けに

DICEプログラムを開発したと教員向けのハン

ドブックに記されているが,DICE自体の実践

結果についての報告は未だない.
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常任理事会議事概要

平成14年度 第2回

日 時 :平成14年 6月29日 (土)(ll:30-15:30)

場 所 :大妻女子大学人間生活科学研究所内学会事務局 大妻女子大学C棟281室

出席者 :森 昭三 (理事長),和唐正勝 (編集),粉本健治 (学術),衛藤 隆 (国際交流)

大揮清二 (庶務,事務局長),市村国夫 (編集,広報委員長),瀧揮利行 (幹事),

国土将乎 (幹事),戸部秀之 (幹事),中井麻有子 (事務局)

1.前回常任理事会の議事録の確認を行なった.

2.事業報告

(1)庶務関係 大揮庶務担当常任理事より以下の事項が報告された.

･日本学術会議体育学 ･スポーツ科学研連運営費分担金を納入した (2万円).

･学校危機メンタルサポー トセンターの設立に関し後援を行なうこととし,森理事長名で,文部科学

省高等教育局長宛に設立に関する要望書を捷出した.

･ニューズレター7月号を準備しており,各委員会から委員会報告を依頼した.

･今年度の年次学会が9月開催であるため,会計監査のための会計報告を各委員会に依頼した.

(2) 編集関係 和暦編集担当常任理事より以下の事項が報告された.

･論文受付状況および受理 ･査読状況に関する報告があった.

(3) 学術関係 松本学術担当常任理事より以下の事項が報告された.

･学会共同研究の募集 (5月末締め切 り)について,継続 2題,新規 4題の応募があり,学会活動委

員全員に対し審査依頼をしたのち,6月22日に委員会を開催し審査結果をまとめ,継続 2題および

新規 1題を選出した.なお,継続の申請の際には,応募書類に1年間の成果を記載する必要がある

こと,また,異なる申請で研究代表者 ･研究分担者が重複する際の取り扱いについて,委員会にて

問題点の指摘があった.

･学会奨励賞規定 ･選考内規の改正について,常任理事会で出された意見を反映し,原案を作成した.

･学会賞の制定について,学会活動委員会の中に賛成意見が多く,積極的に検討していくこととした.

･第49回年次学会における本部企画シンポジウムについて,内容およびシンポジス トが決定した (初

暦コーディネーターより).

･倫理規定については,ヘルシンキ宣言にしたがい,教育やその他の関連領域 (看護,ソーシャルワー

クなど)を参考に検討していく.原則から議論して行く必要があり,早期に理事より意見聴取をす

る必要があるとされた.

(4) 国際交流関係 衛藤国際交流担当常任理事より以下の事項が報告された.

･年次学会における留学生関連の企画については,次年度の学会に向けて検討していくこととした.

3.議題

(1) 50周年記念事業について

①50年史 (瀧揮世話人) 関係者のヒアリングと資料請求,略年表の作成を進めている.

②50周年記念誌 (和唐担当常任理事) キーワードを入力中.

③学校保健用語集 (松本担当常任理事) 7月12日に委員会を開催し,領域別の最終原案について検討

する予定.

④英文誌 (衛藤担当常任理事) 英文誌刊行を進める新たな委員会 (英文誌刊行準備委員会)について,
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各常任理事からメンバーの推薦をお願いしたい旨,要請があった.

⑤50周年記念大会 (大樺担当常任理事,戸部幹事) 日程,会場,企画の大枠について検討した.日程

については平成15年11月 1日 (土),会場は神戸国際会議場とすること,企画については,記念式典,

記念シンポジウム (または記念講演)を行なうこととした.さらに,一般公開シンポジウム,懇親

会の開催については今後さらに検討することとした.また,記念大会との関係で,50回大会におけ

る理事会および評議員会は平成15年11月1日 (土)の午前中に開催することとなった.

⑥50周年記念事業予算案について (大揮担当常任理事) 現時点での進行状況および見積もり等をもと

に予算の概略が示された (なお,本予算は通常の学会予算とは別扱いとする).50周年記念事業準備

費として計1,000万円程度,および,事務経費等諸雑費100万円,計1,100万円.なお,50年史,記念

誌,学校保健用語集については郵送経費が別途かかるが,学校保健研究の別冊で出す場合と通常の

出版の形態をとる場合では郵送費が大きく異なることについて説明がなされた.

(2) 庶務関係 (大揮庶務担当常任理事)

･会員制度について (戸部幹事) 会員制度関連の複数の案について,また,再入会に関する規定につ

いて意見が出された.これらについては継続審議となった.

･平成15年度予算案について,各常任理事より要望等があったら連絡をもらいたいとの要請があった.

･2004年度年次学会が関東で開催される予定である.

･名誉会員の推薦に関する書類を作成中である.

(3) 学術関係 (松本学術担当常任理事 ･国土幹事)

･学会共同研究の審査の結果,継続 2題および新規 1題を選出したため,予算的措置が許せば計3題

を採択したいとの提案に対し,予備費から20万円拠出することとし了承された.

･継続申請の際には応募書類に1年間の成果を記載することについて,また,異なる申請で研究代表

者 ･研究分担者が重複する際の取り扱いについて,学会活動委員会にて検討することとなった,

･学会箕の制定に開通し,賓のあり方,対象,範囲ほか,意見が出された.

(4)国際交流関係 (衛藤国際交流担当常任理事)

･近隣諸因との交流を深めていくことを検討していく.その際,国際交流委員以外にも参加者を広げ

ることを考えていくこととなった.また,交流の成果を公表する必要性が指摘された.

(5) 拡大常任理事会について

･拡大常任理事会の日程を8月24日 (土 :13:00-)と決定した.

･議題として,｢会員制度について｣,｢学会賞について｣,｢50周年記念行事について｣,｢地区役員の補

充について｣を挙げることとなった.

拡大常任理事会開催予定期日 8月24日 (土)

以上



354 学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

平成14年第 2回編集委員会議事録

El 時 :平成14年5月11日 (土)14:00-16:00

場 所 :アルカディア市ヶ谷 7階 ｢竹｣会議室

出席者 :和唐正勝 (委員長),荒木田美香子,市村国夫,国土将平,佐藤洋,高橋裕子,瀧揮利行,照屋博

行,中川秀昭,松岡弘,横田正義,植田誠治 (50周年記念誌世話人)

1.資料 :No.1 投稿論文一覧

No.2 第 1回編集委員会議事録 (秦)

No.3 ｢学校保健研究総目次 (1959-2003)｣(莱)

No.4 日本精神衛生学会大会のお知らせ

No.5 その他

報 告 :1.投稿論文に関する報告

和唐編集委員長より,論文の投稿状況,受理状況について報告があった.

議 題 :1.前回議事録の検討

前回議事録について検討が行われ,字句修正の上,了承された.

2.特集論文について

第44巻 5号に掲載する特集のテーマについての検討が行われ,挙げられたテーマの中か ら,

｢学校環境と子どもの発達｣(仮題)について具体化を図ることが承認された.小委員会を中心

に論文テーマ,執筆者などを検討 し,それに基づいて編集委員の意見を集約し,企画を進める

ことが了承された.

3.50周年記念誌の発行について

植田世話人より,50周年記念誌の準備状況について説明がなされ,学校保健研究総目次の作

成状況につき報告があり,進め方について意見が交換された.

4.非学会員の共同研究者の扱いについて

最近,共同研究者が非学会員である論文が投稿される件が数件あり,編集規定上問題がある

ことが指摘された｡この場合非学会員である共同研究者の入会を督促 し,入会手続きを完了す

るまで論文を受付けない方向で対応することが了承された.

5.投稿原稿について

1)No.1406,1407,1408の査読者を決定した.

2)No.1337,1329の査読結果の報告を受け,掲載の可否を決定した.

6.その他

日本精神衛生学会大会の ｢お知らせ｣原稿の掲載を承認した.
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第 6回千葉県学校保健学会大会のお知らせ
千葉県学校保健学会学会長 :大津 一義 (順天堂大学教授)

第 6回大会会長 :塩 田 瑠美 (千葉県養護教諭会会長)

1)開催期日 :平成14年12月7日 (土) 9:20-18:00

2)会 場 .'千葉市生涯学習センタ- 2階 ･3

(千葉市中央区弁天 3- 7- 7 TEL 043-207-5819)

3)メインテーマ :｢地球と学校をつなぐ学校健康教育活動｣

4)内 容

9:20-9:50 理事会 ･評議委員会 (3階和室)

9:50-10:00 休憩

10:00-10:20 大会会長講演 :『健やか親子21』における養護教諭の役割と課題

塩田瑠美 (千葉県養護教論会会長)

座長 :大津一義 (順天堂大学教授)

10:20-ll:10 特別講演 :学校の教育機能を活かしたヘルスプロモーション

三木とみ子 (女子栄養大学教授)

座長 :猪股俊二 (前国際武道大学教授)

11:10-ll:20 休憩

11:20-12:20 -般口演 ･ポスターセッション (1人12分)

12:20-13:00 昼食

13:00-13:30 総会

13:40-15:20 シンポジウム ≪市民公開講座》

｢地域-発信する学校健康教育活動｣

総合司会 :磯辺啓二郎 (千葉大学教授)

･食教育の視点から地域へ発信する

:坂本元子 (和洋女子大学教授)

･地域保健と学校保健の連携～千葉市の実践～

:窪田和子 (千葉市保健所保健指導課母子保健係長)

･保健室からつなぐ健康教育活動～歯と口の健康つ くりを通して～

:石橋百合子 (八街市立八街東小学校養護教諭)

･保健主事として何を考え,どう行動すべきか

.'国吉恵一 (千葉県立千葉酉高等学校教諭 ･筑波大学大学院)

15:20-15:30 休憩

15:30-16:50 ワークショップ

5)学会参加費 3,000円 学生参加 1,000円 (但しプログラムはコピーとする.)

6)参加費の振 り込み先 :千葉銀行天津支店 店番号231

口座番号 (普)3057417

名 義 千葉県養護教諭会 会計 亀田みどり

7)参加申し込み (参加費振 り込み)期限 :平成14年10月30日

大会事務局 :〒275-0026 習志野市谷津 6-4- 1 習志野市立第-中学校内

第 6回大会長 塩口瑠美 TEL 047(472)6165 FAX 047(472)6166
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第49回近畿学校保健学会の開催報告

学会長 :堀 内 康生 (大阪教育大学教授 養護教育講座)

主催 近畿学校保健学会

後援 大阪府教育委員会,大阪市教育委員会,大阪府都市教育長協議会,相原市教育委員会,大阪府

医師会,大阪府歯科医師会,大阪府薬剤師会,大阪小児科医会

学会事務局長 木村龍雄 (大阪教育大学教授 養護教育講座)

事 務 局 〒582-8582 相原市旭ヶ丘 4-698- 1 大阪教育大学養護教育講座

第49回近畿学校保健学会事務局 上本未夏

Tel&Fax O729178-3436

E-mailemoko@cc.osaka-kyoiku.ac.jp

振替口座 00930-卜14683(郵便振替)第49回近畿学校保健学会

日 時 平成14年 5月18日 (土)･19日 (日)

会 場 大阪市立男女共同参画センター中央館 クレオ大阪中央

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐5-6-25

Tel.06-6700-7200 Fax.06-6770-7705

会費 (講演集代を含む)

正 会 員 :年会費 3,000円 (既納者は不要)

当日会員 :参加費 2,000円 (学生 ･院生会員 1,000円)

懇 親 会 :会 費 4,000円 (自由参加)

プログラム

講 演 会 18日 (土)14:00-16:00 A会場 (BIド)

テーマ :アレルギー疾患の子供のQOLを確保する指導

座 長 :堀内康生 (大阪教育大学教授 養護教育講座)

講 師 :｢気管支嘱息児のQOL向上を支援する学校保健指導｣

西牟田敏之 (国立療養所下志津病院院長)

｢アトピー性皮膚炎の子どものQOLを確保する指導の進め方｣

青木敏之 (あおきクリニック ･元羽曳野病院副院長)

学会長講演 19日 (日)10:00-10:30 A会場 (BIド)

テーマ :幼稚園 ･学校における気管支嘱息の子どもの保健指導 ･健康相談

座 長 :安藤 格 (東舞鶴病院副院長 ･元大阪教育大学学長)

講 師 :堀内康生 (大阪教育大学教授 養護教育講座)

ワークショップ 19日 (日)10:30-12:00 B会場 (4F)

テーマ :生きる力を育てる保健指導

司 会 :木村龍雄 (大阪教育大学教授 養護教育講座)

講 師 :｢生きる力｣をはぐくむ保健授業 ･保健指導のあり方
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数見陸生 (宮城教育大学教授)

子どもの健康実態からとりくむ保健指導-学校全体の実践--

松尾裕子 (大阪府八尾市立中高安小学校養護教諭)

シンポジウム1 19日 (日)13:35-15:35 B会場 (4F)

テーマ :健康を守る食生活

司 会 :稲田 浩

講 師 :中野 裕

弓場紀子

大川尚子

下村素子

西牧謙吾

(大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学助手)

(桃陽病院小児科部長)

(大阪市立大学看護短期大学助手)

(枚方市立西長尾小学校養護教論)

(大阪市立生野工業高校養護教論)

(堺市保健所保健予防課課長)

シンポジウム2 19日 (日)15:45-17:45 A会場 (BIド)

テーマ :学校に適応できない子どもへの対応を考える

-学校 ･医療 ･家庭の連携と具体的取り組み-

司 会 :原田正文 (大阪人間科学大学社会福祉学科教授)

講 師 :角谷弘子 (大阪市都島区都島中学校養護教諭)

高井聡美 (富田林市立小金台小学校養護教諭)

地寄和子 (大阪市立大学医学部附属病院小児科非常勤講師 ･ちさきこどもクリニック)

西林幸三郎 (大阪市教育センター教育相談室室長 ･元天下茶屋小学校校長)

プログラム

-般演語 (口演7分,討論3分)
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沌月18日 (土)l
lB会場 (4階セミナーホール)

健康意識 ･行動(1)(12:30-13:00) 座長 白石能生 (大阪教育大学)

1B-Ol 高等学校における結核集団感染予防内服者への服薬支援について

～保健センターと高等学校の連携～

○西本伊津美,橋本まや,山室哉美,吉川栄治 (大阪市阿倍野保健センター)

1B-02 米国における脂肪摂取食品の傾向

○永井純子,勝野畏吾,西岡伸紀,田中雅子,釜谷仁士 (兵庫教育大学),

吉本佐雅子 (鳴門教育大学)

1B-03 肥満児の運動意識と学校体育の役割

○藤原寛(京都府立医科大学小児科),井上文夫,大西晴子(京都教育大学学校保健研究室)

健康意識 ･行動(2)(13:00-13:30) 座長 寺田光世 (京都教育大学)

1ち-05 小学校の阻噂カと不定愁訴の関連

○井上文夫,大西晴子 (京都教育大学体育学科),藤原寛 (京都府立医科大学小児科),

名和三千悪 (京都教育大学附属京都小学校)

1B-06 紫外線に関する知識と防衛行動一高校生 ･短大生に対する調査より一

〇山本真以,山内愛,渡辺真由美,古田敬子 (大阪女子短期大学保健学科)

健康意識 ･行動(3)(13:30-13:50) 座長 井上文夫 (京都教育大学)



358 学校保健研究 JpnJSchoolHealth44;2002

1ち-07 女子の大学生の理想とするライフコースに関する研究

-母親の就業状況とそれに対す る意識との関連-

○北山千嘉子,白石裕子,山地佳代,山之上哲子,野村達哉,斎藤太,樋口貴之,

松浦賢長 (京都教育大学衛生学研究室)

1B-08 女子高校生の母娘関係の捉え方と母親の娘に対する通学時における身なりに対するしつけとの

関連

○山地佳代,白石裕子,山之上哲子,北山千嘉子,野村達哉,斎藤太,樋口貴之,

松浦賢長 (京都教育大学衛生学研究室)

心の健康(1)(16:15-16:45) 座長 北村陽英 (奈良教育大学)

1B-09 切れやすく,粗暴性がある子供について…発達障害外来での経験一

〇鈴木周平 (大阪小児科医会),若宮英司 (大阪小児科医会)

1B-04 貝塚養護学校における肥満児指導 (都合により,発表時間変更)

○前田龍男,大木敦夫,青田和司, 井野敏子,平野公美 (大阪市立貝塚養護学校)

1B-10 自立への14年のあゆみ

○清水広美,田中英子,井原現実 (大阪市立貝塚養護学校)

心の健康(2)(16:45-17:05) 座長 元村直靖 (大阪教育大学)

1B-11 ス トレスマネジメント教育に関する研究

-アサーショントレーニングを用いた授業実践-

○山名康チ (大阪市立中野小学校),堀内康生,上本朱夏,池田千絵,江測恵子,

中島朋子 (大阪教育大学養護教育講座)

1B-12 中学校における同調意識と不登校に対する中学校生徒の意識との関連

○白石裕子,山地佳代,山之上菅子,北山千嘉子,野村達哉,斎藤太,樋口善之,

松浦賢長 (京都教育大学衛生学研究室)

1B-13 中学生を対象とした対面コミュニケーションに関する調査

○斎藤太,白石裕子,山地佳代,山之上哲子,北山千嘉子,野村達哉,樋口善之,

松浦資長 (京都教育大学衛生学研究室)

C会場 (4階多目的室)

地域保健と学校保健 (12:30-13:00) 座長 大矢紀昭 (滋賀医科大学)

1C-01 大阪府下郡市町村における学校保健会の設置状況 (平成12年度)

○小川善雄,保科寛 (大阪府学校薬剤師会)

1C-02 卒業を控えたターミナル期児童の居住地校との連携のあり方について

○三木芳美 (大阪市立金塚小学校院内学級),山口悦子,

倭和美(大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学),宮田雄祐(医貴会八尾総合病院)

1C-03 健康教育における学校と地域との連携の在 り方と養護教諭の果たす役割に関する実戦的研究

(第 1報)

○元田綾子 (大阪府立能勢高等学校),徳山美智子 (愛知女子短期大学),

山根裕子 (大阪府立園芸高等学校),佐伯純子 (大阪府立池田高等学校)

保健室 ･疾病管理 (13:00-13:40) 座長 松浦賢長 (京都教育大学)

1C-04 保健室から教室へ再登校

○西村敬子 (大和郡山市郡山東中学校)

2D-05 大学生活4年間の呼吸器症状の推移について
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○演崎優子,上本来夏,堀内康生 (大阪教育大学養護教育講座)

1C-06 高等学校における保健室の位置についての研究

○白石龍生 (大阪教育大学),北口和美 (西宮市立西宮高等学校),

桜井久恵 (兵庫県立伊丹北高等学校),上野奈初美 (大阪成挨女子短期大学)

1C-07 心疾患を有する児童 ･生徒の学校生活について

○田中小百合,西島治子,泊祐子,大矢紀昭 (滋賀医科大学)

発育 ･発達 (16:15-16:45) 座長 武田真太郎 (和歌山県立医科大学)

1C-08 思春期の血清レプチンの経年変化と肥満傾向の関連

…3年間の測定値の検討一

〇主夫室,宮井信行,山本博一,石居宜子,宮下和久 (和歌山県立医科大学衛生学教室),

後和美朝 (大阪国際大学),白石龍生 (大阪教育大学),

五十嵐裕子 (神戸大学附属明石小学校 ･中学校),村口正弘 (大塚製薬 ･細胞工学研究所),

森岡郁晴,有田幹雄,武田最太郎 (和歌山県立医科大学看護短期大学)

1C-09 思春期発育を加味した血清レプチン基準値曲線の作成

〇三天童,森岡都晴,宮井信行,山本博一,南佳宏,冨田耕太郎,坂口俊二,

宮下和久 (和歌山県立医科大学衛生学教室),後和美朝 (大阪国際大学),

白石龍生 (大阪教育大学),有田幹雄,武田最太郎 (和歌山県立医科大学看護短期大学)

1C-10 学童の遊びの現状と健康について-小学5年の遊びの調査を通して一

〇井浮結香 (大阪府立母子保健総合医療センター),山中久美子 (大阪府立看護大学)

性 ･性教育 (16:45-17:15) 座長 林 正 (滋賀大学)

1C-11 月経前症候群 (PMS)･月経困難が学校生活に及ぼす影響

○北村陽英 (奈良教育大学学校保健研究室)

1C-12 中学生の性教育,性知識,性意識についての調査研究

一中国山東省と日本国大阪の比較一

〇範術麓 (神戸大学総合人間科学)

1C-13 離婚家鹿の子どもの自己受容と性差について

○野村達哉,白石裕子,山地佳代,山之上哲子,北山千嘉子,斎藤太,樋口善之,

桧浦賢長 (京都教育大学衛生学研究室)

l5即 gEl(日)i
C会場 (4階多目的室)

健康教育 ･健康意識(l)(10:30-ll:00) 座長 宮下和久 (和歌山県立医科大学)

2C-01 学校教諭に対する1型糖尿病説明会について

○木村佳代,新平鉄棒 (大阪市立大学大学院生活科学研究科),乗出崇,川村智行,

稲釦告(大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学),西牧謙吾(堺市保健所保健予防課)

2C-02 教員養成機関におけるライフスキル教育指導着用プログラムの開発(1)

-研修会参加者に対する質問紙調査の結果一

〇西岡伸紀,勝野最吾,田中雅子,永井純子 (兵庫教育大学)

2C-1)3 教員養成機関におけるライフスキル教育指導者用プログラムの開発(2)

一某機関の学部および大学院のシラバスの分析-

○西岡伸紀,勝野異吾,田中雅子,永井純子 (兵庫教育大学)

健康教育 ･健康意識(2)(ll:00-ll:20) 座長 辻 立世 (元大阪府立鳥飼高等学校養護教諭)
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2C-04 HealthPromotingSchoolに関する研究(2)

一 ｢全日本健康優良 ･推進学校｣における特性の分析一

〇田中雅子,永井純子,酉剛申紀,勝野最吾 (兵庫教育大学免疫学 ･健康教育学研究室)

2C-05 これからの健康教育～開かれた学校づくりの視点から～

○松本良枝 (大阪府立箕面高等学校),徳山美智子 (愛知女子短期大学)

疾病管理 ･支援 (ll:20-12:OO) 座長 山本公弘 (育児と家庭医学のe-ジャーナル)

2C-06 医療的ケア支援のための取り組み-マニュアルとビデオの製作一

〇服部英司,船戸正久

(大阪府医師会勤務医部会小児の在宅医療システム検討委員会)

2C-07 病棟での教育的介入により,対人コミュニケーションの改善が認められたB型肝炎の入院男児例

○浮田智,稲田浩,今村卓司,三木芳美,山野恒-

(大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学)

2C-08 小児救急医療についての小児科患者家族-のアンケート調査

○森口直彦,小田公子,新宅治夫,鈴木周平,舟本仁一,西田勝

(大阪小児科医会勤務医部会救急委員会)

2C-09 肢体不自由養護学校における医療的ケアの現状と養護教諭のかかわり

○有間由佳里,奥川泰子 (神戸市立友生養護学校)

養護教諭養成教育 (13:30-14:10) 座長 木村龍雄 (大阪教育大学)

2C-10 養護教論の立場からみたその養成のあり方について

○松永かおり (大阪教育大学大学院),白石能生 (大阪教育大学)

2C-11 市大における養護教論養成10年の反省～養成校の役割を探る

○大野美穂,木村佳代,田中勝治,新平鎮博

(大阪市立大学生活科学部 ･大阪市立大学大学院生活科学研究科)

2C-12 ｢男性養護教論｣に対する意識調査

○船木雄太郎 (大阪府立箕面養護学校),木村龍雄 (大阪教育大学養護教育講座)

2C-13 養護教諭における専門的機能の力量形成に関する調査研究

○萩野和美,木村龍雄 (大阪教育大学養護教育講座)

総合学習 (14:10-14:30) 座長 桝形公也 (大阪教育大学)

2C-14 総合的な学習の過程を重視した評価観点と評価シー トづくり

○古角好美 (大阪市立桃陽小学校)

2C-15 各教科で培った学力を発揮する総合学習 (中学校)

○冨田晴生 (大阪教育大学教育学部附属池田中学校)

D会場 (3階研修室1)

健康調査(1)(10:30-ll:00) 座長 勝野真吾 (兵庫教育大学)

2D-01 学校園の結核定期外健康診断

一経験した結核集団感染事例の検討結果から一

〇長谷豊 (大阪市生野保健センター)

2D-02 大阪市内における学童期 2型糖尿病の調査

○川村智行,乗出崇,稲田浩 (大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学),木村佳代,

新平鎮博 (大阪市立大学大学院生活科学研究科),西牧謙吾 (堺市保健所保健予防課)

2D-03 短期大学における学外実習前の健康調査について(1)
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○野谷昌子,佐藤秀子,山本咲子 (関西女子短期大学)

健康調査(2)(1l:00-ll:20) 座長 八木 保 (京都大学)

2D-04 過去10年間の学校管理下における死亡事例の分析

○長谷川ちゆ子 (元西脇市立西脇中学校),松嶋紀子 (大阪教育大学)

1C-05 学校管理下突然死の原因としての脳動静脈奇形について (第2報)

○杉浦守邦 (蘇生会総合病院)

薬物 (ll:20-12:00) 座長 三野 耕 (兵庫教育大学)

2D-06 青少年の喫煙の実態と常習喫煙に対するリスク

tTheLegacyFirstLookReport:米国青少年たばこ調査より一

〇勝野最吾,永井純子,西岡伸紀,田中雅子,釜谷仁士 (兵庫教育大学),

書本位雅子 (鳴門教育大学),石川哲也,川畑徹朗 (神戸大学)

2D-07 看護大学生による高校生への喫煙に関する健康教育の意義 :ピアサポートとしての効果に関す

る考察

○郷良淳子,上野昌江 (大阪府立看護大学),森川英子 (大阪府立河南高校)

2D-08 ｢薬物乱用｣に関する高校生の意識調査報告 (第1報)

○北野美妓 (大阪府立島本高等学校)

2D-09 ｢薬物乱用｣に関する高校生の意識調査報告 (第2報)

○北野美妓 (大阪府立島本高等学校)
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第13回 日本エイズ教育学会

メインテーマ ｢性 ･エイズ教育は,性 ･HIV感染症を予防できるか｣

日 時 :平成15年 3月16日(日)9:30-16:30

会 場 :新潟大学医学部有壬記念館 2階大会議室

〒951-8510 新潟市旭町通 1番地 (下記地図参照)

主 催 :日本エイズ教育学会 第13回学会長 皆川輿栄 (新潟大学教育人間科学部 教授)

共 催 :新潟県学校保健学会

後 援 :新潟県,新潟県教育委員会,新潟県医師会,新潟市医師会,他

対 象 :学校数職員,医療 ･保健関係者,社会教育関係者,福祉関係者,保護者,学生 ･生徒,エイズ

教育 ･啓発に関心のある人,その他

特別講演 ｢ェイズの動向-世界と日本-｣(仮題)

鈴木 宏 (新潟大学大学院医歯学総合研究科国際感染医学講座 教授)

教育講演 ｢最新の性 ･HIV感染症予防教育一効果のあがる教育方法-｣

武田 敏 (千葉大学教育学部 名誉教授)

シンポジウム ｢エイズ教育が急増するHIV感染症をどこまで予防できるか｣

コーディネーター :皆川輿栄 (新潟大学教育人間科学部 教授)

シンポジス ト:樫山写生 (エイズサポー ト新潟代表)

北山邦子 (｢神様がくれたHIV｣著者)

鹿開久美子 (新潟県立安田高等学校 養護教諭)

一般演題締め切 り:2002年12月末日

学会員以外でも参加及び一般口演が可能です.会費は無料.

ただし,参加希望者は資料代 として2,000円 (学会員,学

生または生徒は1,000円)を添え,事前に学会事務局に申し

込んでください.

お申し込み ･お問合せ先 :

新潟大学教育人間科学部 事務局担当 笠井直美

〒950-2181 新潟市五十嵐 2の町8050

第13回 日本エイズ教育学会事務局

Te上&Fax:025-262-7088

メールア ドレス :kasai@ed.niigata-u.ac.jp

アクセス方法

新潟駅バスターミナルより:｢市役所前｣下車.徒歩 5分

高速バスより:高速バス ｢市役所前｣下車.徒歩 3分
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お知らせ
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第18回日本精神衛生学会大会のお知 らせ

大 会 長 :増野 肇 (ルーテル学院大学)

事務局長 :大西 干恵 (朝日カウンセリング研究会)

大会テーマ ｢生きる力をみんなで育む｣

-セルフヘルプとサポートグループ-

期 日:2002年11月9日 (土ト 10日 (日)

場 所 :全電通ホール (第1日)と中央大学駿河台記念館 (JR御茶ノ水 ･地下鉄小川町)

内 容 第1日 午前 会長講演とソシオドラマ

｢セルフヘルプと精神衛生の歴史｣ 増野 肇他

午後 特別講演 ｢元気の出るお噺宅急便｣ 笑福亭小松師匠

-涙と笑いの落語家のガン体験記-

シンポジウム ｢グループのカーみんなで育む-｣

司会 :安田美弥子,五十嵐雅美

コメンテータ一 高江洲義英,外口玉子

第2日 特別企画 ｢支える人達のコンサルテーション｣

司会 :吉川武彦,寺岡滴里

コンサルタント 土居健郎,平木典子,窪田暁子他

一般演題の発表

参加費 :5,000円 (会員) 6,000円 (非会員) 3,000円 (学生及び全電通ホールのみ)

(当日会場でお支払ください)

*学会前日のワークショップのお知らせ

｢アクションメソッド･ア ･ラ ･カルト｣

(ダンスセラピー,プレイバックシアター,サイコドラマを楽しく学ぶ)

指導 :町田章一,桜井靖史,増野肇

日 時 :11月8日 13:00-16:00

会 場 :就労センター ｢街｣(西武新宿線 ;下落合,大江戸線 ;中井)

参加費 :3,000円 (会員) 4,000円 (非会員)

ワークショップ申し込みは FAX:0424-80-2498 e一mai1:hmashino@1uther.ac.jp

*そのほかにも検討中です｡
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第3回動脈硬化教育フォーラム プログラム

-生活習慣病にならないために-

日 時 :平成15年2月2日 (日)10:00-17:00

場 所 :アクロス福間

住 所 :福岡市中央区天神1-1-1

電 話 :092-725-9112

当番世話人 :山口大学大学院医学研究科器官病態内科学 校暗益徳

10:00 開会の辞---当番世話人 :松崎益徳

10:05-ll:05

基調講演 座長 :折茂 肇

｢動脈硬化の危険因子一新 しい考え方-｣槍浮体次

ll:05-ll:50

教育講演 座長 :斉藤 康

｢動脈硬化性疾患診療ガイ ドライン｣馬測 宏

12:00′-12:50

ランチョン ･セミナー 座長 :松崎益徳

｢運動による動脈硬化の予防｣荒川規矩男

13'.00-14:30

教育講演 (各20分)座長 :寺本民生

1)職域における動脈硬化予防の取 り組み

石川俊次 (ソニー株式会社健康開発センター)

2)肥満一職域の疫学研究から

藤岡滋典 (日本生命健康管理所)

3)日本人の糖尿病と動脈硬化 :ライフスタイル欧米化の影響

江草玄士 (江華玄士クリニック)

4)閉経後女性の高脂血症とその対応

佐久間一郎 (北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学)

14:30-17:00

シンポジウム ｢生活習慣病にならないために｣

座長 :北 徹,松崎益徳

｢糖尿病と生活習慣病｣岡 芳知

｢高血圧と生活習慣病｣島本和明

｢高脂血症と生活習慣病｣佐々木浮

｢女性と生活習慣病｣大内尉義

17:00 開会の辞 当番世話人 :松崎益徳

(事務局)

第 3回動脈硬化教育フォーラム事務局

山口大学大学院医学研究科器官病態内科学

〒755-8505 宇部市南小串1-1-1

TEL.'0836122-2248,FAX:0836122-2246

E-mail:ninaigim@yamaguchi-u.ac.jp
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お知らせ 日本子どもの虐待防止研究会

第 8回学術集会東京大会開催要項

365

1.日 的

子ども虐待に対応する制度改正に向けて,広 く意見を集め,その方向性を探るとともに親と子のウェ

ルビーイングを促進するサービスシステムの構築を図る.

2.主 催

日本子どもの虐待防止研究会

日本子どもの虐待防止研究会第8回学術集会東京大会実行委員会

3.後 援 (予定)

厚生労働省,文部科学省,法務省,警察庁,東京都,社会福祉法人恩賜財団母子愛育会,社会福祉法人

全国社会福祉協議会,社会福祉法人子どもの虐待防止センター,特定非営利活動法人子ども虐待を考え

る会,日本弁護士連合会,社団法人日本医師会,社団法人日本小児科医会,社団法人日本小児保健協会,

全国保健所長会,社団法人日本看護協会,社団法人日本助産師会,財団法人日本ユニセフ協会,社団法

人日本社会福祉士会,社会福祉法人日本保育協会,社団法人日本小児科学会,全国保育協議会,全国保

育士会,全国私立保育園連盟,全国民生委員児童委員連合会,全国乳児福祉協議会議会,全国児童養護

施設協議会,全国母子生活支援施設協議会,全国児童相談所長会,社会福祉法人東京都社会福祉協議会,

東京弁護士会,第二東京弁護士会,東京小児科医会,東京都小児保健協会,財団法人児童健全育成推進

財団,国際ソロプチミス ト日本東リジョン,社団法人全国保健センター連合会,財団法人資生堂社会福

祉事業財団,財団法人安田生命社会福祉事業財団,財団法人母子衛生研究会,社団法人全国ベビーシッ

ター協会,全国母子生活支援施設協議会,社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団,社会福祉法人テレビ

朝日福祉文化事業団.

4.対 象

子どもの虐待防止に携わる医療,保健,福祉,教育,司法関係者

5.期 間

平成14年12月13日(金)～14日(土) 2日間

6.会 場

12月13日 東京国際フォーラム ホールA (有楽町)

12月14日 青山学院大学渋谷キャンパス

7.重点テーマ

1.児童福祉施設のあり方

2.児童相談所のあり方と市区町村の役割

3.親権にかかわる問題-の社会的対応と家庭裁判所の役割

4.虐待をする保護者への援助のあり方
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8.内 容

大会日程概要

学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

12月13日(金) 12月14日(土)

東京国際フォーラム 青山学院大学

時 間 内 容 時 間 内 容

9:00- 開場 .受付開始 9:00- 開場 .受付開始

10:00 会長挨拶 .主旨説明 9:30 分科会 (13会場)

～10:15 会長 高橋重宏 ～12:00 1.制度論から見た児童相談所のあり方2.被虐待児に対応する施設体系を考え10:15 パネルディスカッション

～12:00 虐待をする親とは,どういうひとか る

司会 斎藤 学 (家族機能研究所) 3.病院におけるケースワークの実際4.グループミーティングによる親支援5.児童虐待を里親制度から考える6.リスクアセスメント指標の取 り組みと課題 .他

12:00 指定講演 12:00 昼食

～12:40 厚生労働省雇用均等 .児童家庭局最高裁判所家庭局 ～13:00

12:40･～14:00 昼食 13:00-14:15 一般演題 (10会場)

14:00 シンポジウム 14:30 総 会

～15:30 被虐待児と社会的養護を考える司会 村瀬嘉代子 (大正大学) ～14:30

15:15-17:45 分科会 (13会場)1.虐待による トラウマのプレイセラピー2.非行の背景としての虐待を考える

15:30-15:45 休憩

15:45 パネルディスカッション

～18:30 虐待防止法制度のあり方を探る 3.ネットワークミーティングの聞き方

-児童相談所,施設,親権問題を検証す 4.法的介入規定の解釈と司法審査の課

る- 題

司会 相女霊峰 (淑徳大学) 5.子ども虐待の加害者である女性の被

9.参加費

JaSPCAN 9,000円

臨時会員 10,000円

学 生 5,000円

*臨時会員と学生の参加者は会員の推薦が必要です.推薦が必要な方は事務局へお問い合わせ下さい.
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10.-般口演申し込み

1)大会2日目一般口演発表を行います.

2)演題募集要項は,会員あてに別途通知します.

3)抄録原稿の締切 りは, 9月下旬頃を予定しています.

4)共同発表者で非会員の方は,入会手続をして下さい.

ll.その他

参加申し込み,宿泊,チケットなどの申し込みは,下記のホームページ上でご案内します.

お問い合わせは

〒106-8580 東京都港区南麻布5-6-8 日本子ども家庭総合研究所内

日本子どもの虐待防止研究会 東京大会実行委員会事務局

電話 :03-3473-8347 FAX:03-3473-8408 E-mail:jaspcan@aiiku.or.jp

大会ホームページ http://www.aiiku.or.jp/info/jaspcan/
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編 集

本号にも興味ある論文が掲載された.一つの論

文とくに原著論文を完成するには,心身ともにか

なりの苦労が要る.論文を書き上げ,ほっとして

｢原稿投稿先｣へ送ると査続委員から厳しい指摘

が記されているとがっくりする.それにもめげず

掲載された自分の論文を見たときの喜びは一入で

ある.大げさにいえば,学校保健学という科学に

一石を投じたことになる.学会の構成員の多くを

占める養護教諭の方々にとって,4年制の養成課

程で卒業論文の作成をみっちり仕込まれた場合は

別にして,こうした原著論文を作成することは慣

れない上にきつい仕事といえよう.

学校保健研究 JpnJSchooIHealth44;2002

後 記

今秋開催される公衆衛生学会では ｢研究成果の

まとめ方と公衆衛生雑誌を目標とした論文の作成

方法｣というワークショップが組まれている.本

学会でも検討してよい課題であろう.ただし,敬

量的分析を主とした論文はよいとして,本学会の

特質でもある,歴史,原理,教育論など原著論文

として評価するに際しての基本的な考え方につい

て,徹底して協議しておく必要があるかも知れな

い.一方,倫理規定にかかわる課題にも直面して
いる.

(竹内宏一)
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